
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論

桑
　
原

幹
　
夫

一二三四五
１２３１２１２３１２３

は
　
し
　
が
　
き

わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務

　
わ
が
国
に
お
げ
る
割
賦
販
売
の
現
状

　
白
動
車
販
売
業
の
会
計
実
務

　
電
気
器
具
・
電
気
機
械
販
売
等
の
会
計
実
務

税
法
の
規
定
（
１
１
期
限
到
来
某
準
）
と
そ
の
論
拠

　
割
賦
販
売
に
対
す
る
税
法
の
規
定

　
税
法
規
定
（
…
期
限
到
来
基
準
）
を
合
理
化
す
る
理
論
（
以
上
本
号
以
下
次
号
）

企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
１
１
代
金
回
収
碁
準
）
と
こ
れ
を
合
理
化
す
る
理
論

　
企
業
会
計
原
則
の
立
場
（
…
代
金
回
収
基
準
）
と
そ
の
根
拠

　
企
業
会
計
原
則
（
１
１
代
金
回
収
基
準
）
合
理
化
蒲

　
代
金
回
収
蕉
準
合
理
化
論
の
現
実
的
恵
義

独
白
の
会
計
政
策
を
提
唱
す
る
理
諭

　
販
売
基
準
の
提
喝
と
そ
の
合
理
化
論

　
選
択
適
用
論
の
提
唱
と
そ
の
合
塊
化
論

　
会
計
処
理
簡
便
化
論

わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
桑
原
）

一
九
（
八
六
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）

　
　
　
　
六
　
結
　
．
　
　
語

一
二
〇
（
八
六
四
）

は
　
し
　
が
　
き

　
本
稿
は
、
戟
後
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
公
表
会
計
に
関
す
る
主
な
る
会
計
理
論
を
全
面
的
に
と
り
あ
げ
、
そ
れ
グ
、
れ
の
会

計
理
論
の
は
た
す
現
実
的
役
割
を
、
わ
が
国
に
お
け
る
企
業
の
現
実
の
会
計
実
務
、
会
計
制
度
お
よ
び
会
計
政
策
と
の
関
連
の
な
か

で
、
具
体
的
に
、
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
叙
述
の
過
程
に
お
い
て
は
、
出
来
る
だ
け
、
論
者
の
見
解
を
再
現
し
う
る
よ
う
、
煩
功
で
は
あ
っ
た
が
、
原
文
を

そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
ま
ず
最
初
、
従
来
あ
ま
り
研
究
さ
れ
ず
、
ま
た
、
極
め
て
困
難
な
作
業
で
は
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務

の
考
察
が
な
さ
れ
る
・
こ
こ
で
は
、
割
賦
版
売
の
代
表
的
な
業
者
と
し
て
、
ｎ
動
車
販
売
業
者
お
よ
び
電
気
器
ロ
バ
．
電
飯
機
械
販
売

業
者
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
者
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
の
主
要
な
特
徴
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
る
。
こ

の
場
合
、
会
計
実
務
の
主
要
な
特
徴
を
考
察
す
る
た
め
に
、
通
常
と
異
な
っ
た
会
計
実
務
に
つ
い
て
、
と
く
に
注
意
が
払
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
注
〕
す
べ
き
会
計
実
務
と
し
て
、
税
務
対
策
と
し
て
の
会
計
実
務
が
具
体
的
に
検
証
さ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
企
業
の
税
務
対
策
と
し
て
の
会
計
実
務
を
制
度
的
に
規
制
す
る
と
こ
ろ
の
割
賦
販
売
に
た
い
す
る
税
法
の
規
定
リ
ー
、
の
も

の
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
る
・
こ
こ
で
は
、
割
賦
販
売
に
対
す
る
税
法
の
規
定
（
ｎ
期
限
到
来
基
雌
）
の
内
答
と
そ
の
制
定
の
根

拠
お
よ
び
、
そ
の
後
の
税
汰
の
改
正
を
め
ぐ
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
割
賦
販
売
の
会
計
理
諭
が
克
明
に
検
討
さ
れ
る
、

　
税
汰
改
正
を
め
ぐ
る
理
納
は
、
直
楼
的
に
は
、
主
と
し
て
割
賦
販
売
業
劣
と
税
務
当
崎
ｏ
閑
係
＊
と
ｏ
…
の
議
諭
と
い
う
か
た
ち



で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
、
い
か
な
る
理
論
を
基
礎
に
し
て
、
割
賦
販
売
業
者
の
要
求
が
実
現
し
、
税
務
当
局
が
妥

協
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
、
い
か
な
る
規
定
と
な
っ
て
税
法
の
う
ち
に
折
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
過
程
に
つ
い
て
の
検
証
が

な
さ
れ
る
。

　
つ
い
で
、
か
か
る
会
計
実
務
（
Ｈ
企
業
の
税
務
対
策
）
と
会
計
制
度
（
Ｈ
税
法
の
規
定
）
お
よ
び
、
制
度
改
正
の
過
程
に
お
い
て
み
ら

れ
る
企
業
の
会
計
政
策
（
ｎ
税
務
政
策
）
と
の
閑
連
に
お
い
て
、
会
計
班
論
家
の
理
論
の
検
討
が
な
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
企
業
に
お
け
る
現
実
の
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
お
よ
び
会
計
制
度
を
、
そ
の
ま
ま
、
美
化
し
、
合
理
化
す
る
理
論
と
、
そ

の
論
拠
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
現
実
の
わ
が
国
の
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
な
い
し
は
会
計
制
度
に
直
接
結
び
つ
か
な
い
理
論
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
理
論
は
、
大
別
し
て
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　
第
一
の
班
論
は
、
実
際
に
は
、
会
計
実
務
・
会
計
制
度
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
割
賦
販
売
業
者
の
要
求
す
る
会
計
実
務
・
会
計

制
度
を
そ
の
ま
ま
合
火
化
し
、
さ
ら
に
、
割
賦
販
売
業
米
の
奥
求
実
塊
の
た
め
に
〃
論
的
某
礎
を
与
え
る
凧
論
で
あ
る
。
（
企
業
会
計

原
則
の
立
場
１
１
代
企
…
収
某
雌
）

　
策
二
の
理
論
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
割
賦
販
売
業
劣
の
要
求
と
は
無
閑
係
な
理
論
で
あ
る
。
　
（
独
ｎ
の
会
計
政
焚
を
提
｝
す
る
理
諭
Ｈ

販
売
基
準
、
選
択
適
川
論
）
し
か
し
、
こ
の
理
論
は
、
割
賦
販
売
業
者
の
会
計
実
務
・
会
計
制
度
を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
指
向
を
有
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
方
法
諭
的
に
は
、
第
一
の
現
論
と
同
一
の
基
盤
に
立
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
以
上
の
会
計
珊
論
を
具
体
化
す
る
た
め
の
会
計
処
理
簡
便
化
論
が
間
趣
に
さ
れ
る
。

　
会
計
処
挑
簡
便
化
論
に
は
、
現
実
の
会
計
実
務
な
い
し
は
、
会
計
制
度
の
簡
便
化
を
問
趣
に
す
る
双
論
と
、
実
際
の
わ
が
国
に
お

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
諭
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
八
六
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
一
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
（
八
六
六
）

け
る
会
計
実
務
な
い
し
は
会
計
制
度
と
関
係
の
な
い
抽
象
的
な
会
計
処
理
簡
便
化
論
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
処
理

簡
便
化
論
が
間
題
に
し
て
い
る
点
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
本
稿
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
に
関
す
る
会
計
理
論
の
現
実
的
役
割
を
、
会
計
実
務
、
会
計
制
度
、

企
業
の
会
計
政
策
と
の
閑
連
の
中
で
、
具
体
的
に
究
明
さ
れ
、
把
握
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

二
　
わ
が
国
に
お
げ
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務

　
１
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
現
状

　
割
賦
販
売
の
会
計
理
諭
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
こ
こ
で

は
、
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
現
状
と
、
会
計
実
務
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
は
、
戦
前
に
お
い
て
も
、
有
名
な
ツ
ソ
ガ
ー
ミ
シ
ソ
を
は
じ
め
と
し
て
、
白
動
車
、
自
転
車
、
洋
服

類
、
家
具
、
ラ
ジ
ォ
、
ピ
ァ
ノ
、
オ
ル
ガ
ソ
、
金
銭
登
録
機
等
に
至
る
ま
で
、
か
な
り
広
範
に
普
及
し
た
が
、
数
椴
的
に
は
さ
ほ
ど

大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
・
そ
の
後
、
日
支
事
変
、
策
二
次
大
戦
に
お
け
る
戦
時
統
制
、
戦
後
の
イ
ソ
フ
レ
に
よ
っ
て
、
割
賦
販

売
は
廃
絶
状
態
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
通
産
省
の
報
告
に
よ
る
と
、
戦
後
の
割
賦
販
売
は
昭
和
二
十
四
年
頃
か
ら
、
白
動
車
の
割
賦
販
売
よ
り
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
後

さ
ら
に
、
塚
庭
川
電
気
器
具
、
ｎ
転
車
、
ヵ
メ
ラ
等
に
つ
い
て
割
賦
販
売
が
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
と
く
に
昭
和
二
十
九
年
頃
か

ら
急
速
に
普
及
し
、
昭
和
三
十
二
年
の
わ
が
国
の
割
賦
販
売
、
納
は
約
五
干
億
円
と
推
定
さ
れ
、
昭
和
三
十
五
年
度
に
は
一
兆
円
を
超

え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
程
の
盛
況
を
来
た
し
た
。



　
現
在
、
割
賦
販
売
が
行
な
わ
れ
て
い
る
主
要
な
商
品
は
、
ラ
ジ
ォ
、
テ
レ
ピ
、
電
気
洗
濯
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
、
、
、
キ
サ
ー
、
ク
リ

ー
ナ
ー
、
金
銭
登
録
機
、
ミ
シ
ソ
、
カ
メ
ラ
、
家
具
、
小
型
自
動
車
、
自
動
車
、
白
転
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
、
ピ
ア
ノ
、
オ
ル
ガ
ソ
等

が
中
心
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
特
殊
な
竜
の
と
し
て
は
、
住
宅
、
不
動
産
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
最
近
で
は
、
農
業
用
機
械
器
具
、
工
作

機
械
、
建
設
機
械
等
に
つ
い
て
も
割
賦
販
売
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ご
く
最
近
で
は
、
建
設
、
造
船
、
造
機
等
の
ほ

びよお額
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局
成

　
　
　
　
　
　
　
業
作

　
　
　
　
　
　
　
企
り

　
　
　
　
　
　
　
省
よ

　
　
　
　
　
　
　
業
頁

　
　
　
　
　
　
　
産
２
０

　
　
　
　
　
　
　
商
，
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．
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一
二
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立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
（
八
六
八
）

か
に
こ
れ
に
類
す
る
工
事
、
固
定
資
産
の
買
却
に
つ
い
て
も
割
賦
販
売
の
方
法
が
と
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
昭
和
三
十
四
年
度
に
お
け
る
主
要
商
品
の
割
賦
販
売
額
お
よ
び
割
賦
販
売
の
条
件
は
、
第
一
表
お
よ
び
第
二
表
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
代
表
的
な
業
者
は
、
白
動
車
販
売
業
と
電
気
盤
具
．
電
気
機
械
販
売
業
者
で
あ
る

こ
と
が
分
る
。

　
な
お
、
国
税
庁
発
表
の
全
国
の
大
法
人
の
年
問
の
申
告
所
得
額
の
番
付
は
策
三
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
白
動
車
販
売
業
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
と
、
電
気
器
具
・
電
気
機
械
業
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
１
）
　
通
商
産
業
省
企
業
仙
商
務
課
編
「
割
賦
販
売
法
の
解
説
」
　
（
閉
和
三
十
六
年
）
四
－
二
十
一
頁
。

　
　
一
ａ
　
白
動
車
販
売
業
の
会
計
実
務

　
昭
和
二
十
四
年
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
ｎ
動
車
の
割
賦
販
売
の
、
ト
ツ
プ
を
切
っ
た
と
い
わ
れ
る
日
産
ｎ
動
車
株
式
会
杜
、
経
雌

部
長
、
川
久
保
康
雄
氏
は
、
わ
が
因
に
お
け
る
白
動
車
の
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
の
状
況
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。

　
　
「
現
在
、
　
（
…
川
和
一
．
一
十
三
年
五
月
汎
在
－
引
川
者
）
月
賦
版
売
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
は
業
界
全
部
行
っ
て
お
り
ま
し
て
、
月
賦
販
売
や
っ
て
い

　
な
い
と
こ
ろ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
全
郷
と
中
し
ま
し
て
も
メ
ー
ヵ
１
＋
杜
傘
下
の
販
売
所
で
す
が
そ
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
手
数
料
と
利
益
と
分
げ
ま
し

　
て
、
手
数
料
、
利
盗
と
も
に
い
わ
ゆ
る
割
賦
処
理
し
て
い
る
業
者
と
い
う
の
は
そ
の
う
ち
の
七
三
％
全
然
経
理
上
の
い
わ
ゆ
る
割
賦
処
理
し
な
い
と

　
こ
ろ
が
そ
の
荻
り
の
二
七
％
で
ご
ざ
い
ま
す
、
残
り
の
二
七
％
の
業
者
と
い
え
ど
も
、
利
息
を
含
め
ま
し
た
手
数
料
を
割
賦
処
理
し
て
い
る
の
が
そ

　
の
う
ち
さ
ら
に
六
〇
％
、
従
い
ま
し
て
業
界
企
部
通
じ
ま
し
て
全
然
割
賦
処
理
や
っ
て
お
ら
な
い
と
い
う
の
は
一
Ｕ
％
に
な
る
と
、
こ
う
い
う
結
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
に
な
っ
て
お
る
わ
け
で
す
、
」



　
臼
動
車
の
割
賦
販
売
は
、
業
者
に
よ
り
、
種
六
の
方
法
で
行
わ
れ
る
が
、
三
菱
ふ
一
１
、
う
白
動
車
経
理
部
長
代
胤
、
平
岡
吉
郎
氏
に

　
　
（
２
）

よ
る
と
、
一
般
に
大
型
バ
ス
、
ト
ラ
ツ
ク
の
場
合
、
そ
の
平
均
月
賦
月
数
は
、
二
十
二
ヶ
月
く
ら
い
で
あ
り
、
小
型
乗
用
車
で
も
一

〇
ヶ
月
く
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
白
動
車
の
月
賦
販
売
は
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
月
賦
販
売
は
一
定
の
頭
金
を
お
く
と
代
理
店
は
、
車
を
ユ
ー
ザ
（
需
要
者
）
に
引
渡
す
。
下
取
り
東
を
引
収
る
場
合
も
あ
る
。
こ

れ
は
下
取
り
が
頭
金
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ン
、
し
て
、
残
金
に
つ
い
て
は
、
月
賦
契
約
期
問
に
割
賦
し
た
金
額
を
手
形

で
受
収
る
。
　
こ
の
場
合
、
　
ユ
ー
ザ
か
ら
月
賦
金
利
を
も
ら
い
、
　
こ
れ
を
月
賦
手
形
金
額
に
上
稜
み
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
日
産
自
動
車
の
場
合
に
お
い
て
は
、
　
「
直
接
、
全
国
の
販
販
店
に
引
き
渡
す
」
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
同
杜
経

理
郁
長
川
久
保
康
雄
氏
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
通
り
に
な
さ
れ
る
。

　
　
「
私
の
方
か
ら
版
売
店
に
行
く
場
合
、
こ
れ
は
二
通
り
の
売
り
方
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
一
っ
は
い
わ
ゆ
る
買
取
り
制
と
私
の
方
で
称
し
て
お
る
の

　
で
す
け
れ
ど
も
、
出
荷
と
同
時
に
、
売
上
憤
権
に
計
上
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
委
証
制
と
い
う
の
は
、
販
売
店
が
い
わ
ぼ
問
屋
の
よ
う
な
立
場
に
置
か

　
れ
る
わ
げ
で
す
げ
れ
ど
も
、
お
客
さ
ん
に
そ
の
代
理
店
が
渡
し
た
と
き
に
売
上
債
権
に
計
上
さ
れ
る
。
所
有
権
は
勿
諭
代
金
完
済
の
場
合
に
は
移
転

　
さ
れ
る
わ
げ
で
ご
ざ
い
ま
す
げ
れ
ど
も
、
月
賦
版
売
の
場
合
に
は
抵
当
権
を
設
定
す
る
わ
げ
で
す
。
な
い
し
は
、
所
有
権
を
留
保
し
た
版
売
の
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
を
と
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
版
売
方
法
を
と
っ
て
お
る
わ
げ
で
ご
ざ
い
ま
す
」

　
な
お
、
こ
こ
で
云
わ
れ
て
い
る
貰
収
り
例
と
い
う
の
は
、
三
菱
ふ
そ
う
ｎ
動
車
株
式
会
礼
の
経
地
部
長
代
飢
、
平
岡
吉
郎
氏
に
よ

る
と
、
一
般
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
決
済
方
法
を
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
「
こ
れ
は
（
買
収
り
捌
－
引
川
者
）
総
代
理
店
（
ま
た
は
メ
ー
ヵ
－
－
引
用
＊
）
が
卸
月
賦
の
方
法
で
代
理
｛
に
買
取
ら
せ
る
方
法
で
あ
る
。
す

　
な
わ
ち
、
代
理
店
は
総
代
理
店
に
対
し
て
、
ユ
ー
ザ
ー
（
需
婁
者
－
引
用
者
）
に
対
す
る
月
賦
期
問
よ
り
も
若
干
有
利
な
サ
ィ
ト
で
ｎ
振
手
形
を
振

　
　
　
わ
が
旧
に
お
け
る
割
賦
版
売
会
計
の
理
諭
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
（
八
六
九
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
（
八
七
〇
）

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）

出
す
二
た
が
一
て
・
代
理
店
白
身
で
頭
金
は
白
由
に
使
え
る
が
、
あ
る
程
度
、
↑
ザ
ー
手
形
を
銀
行
に
持
ち
込
ん
で
割
引
く
等
の
方
法
で
金
融

を
つ
げ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
か
し
・
代
理
宮
身
で
金
撃
つ
け
得
る
限
界
は
知
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
部
分
の
一
、
ザ
、
手
形
は
総
代

　
理
店
に
持
ち
込
ん
で
資
金
化
し
て
も
ら
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
　
こ
の
買
取
り
制
の
場
合
は
総
代
理
に
対
し
て
一
定
の
価
格
で
仕
切
り
、
販
売
手
欝
一
了
ジ
ソ
一
隻
払
わ
な
い
。
一

　
こ
の
方
法
に
対
し
て
、
委
託
販
売
制
と
い
う
の
は
、
一
般
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
決
済
方
法
を
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
「
こ
れ
は
一
委
薩
売
制
山
用
者
一
・
総
代
理
店
一
ま
た
は
メ
ー
ヵ
－
引
用
考
一
か
ら
代
理
虐
車
を
出
す
場
合
「
委
託
一
の
方
蒼
よ
る

も
の
で
あ
そ
す
な
わ
ち
・
代
理
店
は
一
－
ザ
ー
に
対
し
て
売
一
た
条
件
と
同
一
条
件
で
そ
の
都
度
総
代
理
店
隻
払
う
。
頭
金
．
下
取
り
車
．
残

金
の
月
賦
手
形
額
面
一
月
賦
金
利
害
む
一
の
合
計
が
車
両
代
金
と
な
る
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
享
を
一
け
な
い
靖
代
絆
に
送
ら
せ
る
の
で
あ

　
る
。
そ
の
代
り
・
入
金
（
頭
金
と
月
賦
手
形
）
を
条
件
と
し
て
総
代
理
店
は
代
理
店
に
対
し
て
マ
ｉ
ジ
ソ
を
支
払
う
」
の
で
あ
る
。

　
目
産
ｎ
動
車
株
式
会
杜
の
場
合
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
直
接
、
全
国
の
販
売
店
に
引
き
波
す
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
の

に
対
し
・
ト
ヨ
タ
勘
車
株
式
会
祉
で
は
、
ソ
ー
ル
・
一
イ
ジ
一
ソ
ト
一
総
代
理
店
一
が
あ
つ
て
、
、
・
こ
か
ら
、
全
国
の
販
売
店
一
－

引
き
波
す
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
。

　
ト
ヨ
タ
ｎ
動
車
株
式
会
祉
の
総
代
班
店
は
、
ト
ヨ
タ
ｎ
動
車
販
売
株
式
会
礼
で
あ
る
が
、
こ
の
会
礼
は
も
と
も
と
、
ト
ヨ
タ
ｎ
動

車
株
式
会
杜
の
販
売
部
門
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
業
務
の
繁
雑
化
と
と
も
に
、
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
ご
と
く
、
割
賦
販
売
を
行
う
と
、
常
要
者
は
、
月
賦
月
数
に
見
合
う
分
割
払
の
千
形
（
い
わ
る
ゆ
月
賦
手
形
）
で
支
払
う
の

が
通
常
で
あ
る
が
、
こ
の
月
賦
手
形
に
よ
っ
て
、
銀
行
よ
り
融
資
を
受
け
る
方
法
は
、
各
糺
に
よ
つ
て
異
つ
て
い
る
。

　
ト
ヨ
４
ｎ
鋤
車
版
売
株
式
会
礼
で
は
・
向
糺
の
収
締
役
・
経
理
部
長
、
神
谷
舵
次
氏
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
小
売
金
融
方
式
が
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

し
れ
て
い
る
，
こ
ｏ
方
式
を
、
神
谷
氏
の
図
ホ
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
パ
す
と
、
つ
ぎ
の
迦
り
で
あ
る
い
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融
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１
・
１
－
１
ｌ
ｌ
；
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－
◎
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－
．
，
、
、

　
１
．
月
賦
手
形
見
返
融
資

！１

２
・
為
手
支
払

／
！、

！販白タヨト

＠＠　＠＠＠

約
束
手
形
支
払

月
賦
手
形

同
上
当
杜
へ
持
込

約
手
を
販
売
店
へ
返
戻

月
賦
手
形
を
担
保
と
し
て
銀
行
へ
持
込

同
上
期
目
の
取
立

（
実
線
は
資
金
の
流
れ
を
示
す
）

「
ｍ
　
坐
杜
（
ト
ヨ
タ
白
動
車
販
売
株
式
会
杜
－
引
川
者
）
は
版
売
店
に
車
両
を
川
荷
す
る
と
、
版
売
｛
か
ら
車
両
代
及
び
諮
費
川
を
含
め
た
約
束

　
手
形
（
仰
手
形
）
を
受
取
る
。

向
　
版
売
店
は
こ
の
帥
手
形
を
現
金
決
済
か
、
ま
た
は
小
売
月
賦
手
形
を
当
杜
に
持
込
み
、
柵
殺
箏
の
方
法
に
よ
り
こ
れ
を
決
済
す
る
。

い
　
当
杜
は
、
こ
の
月
賦
手
形
を
担
保
と
し
て
銀
行
か
ら
見
返
融
資
を
受
け
る
。

　
　
　
わ
が
因
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
諭
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
（
八
七
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
　
　
　
一
二
八
（
八
七
二
）

　
Ｈ
　
こ
の
見
返
融
資
で
当
杜
は
メ
ー
カ
ー
の
為
替
手
形
を
決
済
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
的
　
こ
の
見
返
融
資
金
は
、
月
賦
手
形
の
期
日
入
金
に
よ
っ
て
遂
次
返
済
す
る
。
」

　
な
お
・
他
杜
の
う
ち
に
は
、
卸
売
金
融
方
式
を
と
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
と
神
谷
氏
は
一
一
一
一
口
わ
れ
る

が
、
そ
の
方
式
は
、
同
氏
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
メ
ー
カ
ー
と
地
方
販
売
店
と
の
問
の
取
引
に
お
い
て
、
販
売
店
は
、
一
定
の
月
賦
期
問
の
卸
売
月
賦
手
形
で
メ
ー
カ
ー
に
支
払
い
、
メ
ー
カ
ー

　
は
、
そ
の
卸
売
月
賦
手
形
を
銀
行
に
持
込
み
、
見
返
融
資
を
受
げ
る
わ
げ
で
あ
る
。

　
　
一
方
・
地
方
版
売
店
と
褒
家
と
の
問
の
埆
で
は
、
販
売
店
が
入
手
し
た
小
売
月
撃
形
を
、
販
売
店
が
メ
，
カ
、
同
讐
こ
れ
を
銀
行
に
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
込
み
・
見
返
融
資
を
受
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
先
に
メ
ー
ヵ
１
に
持
込
ん
だ
卸
売
月
賦
手
形
を
現
金
決
済
す
る
」

　
以
上
・
ｎ
動
車
の
割
賦
販
売
に
伴
う
決
済
方
法
お
よ
び
金
融
措
置
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
割
賦
販
売
に
伴
う
貸
倒
れ
の
間
題

に
つ
い
て
は
、
日
産
臼
動
車
の
川
久
保
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
「
貸
倒
れ
に
な
る
と
い
う
の
は
勿
論
・
破
産
逃
亡
と
か
、
そ
う
い
一
た
税
法
上
き
っ
い
認
定
か
ら
な
か
な
か
処
理
し
得
な
い
面
も
ご
ざ
い
享
け

れ
ど
も
・
主
に
山
る
の
は
や
は
り
叢
で
は
契
約
通
り
の
期
問
に
入
ら
な
い
と
い
つ
た
場
合
が
多
い
、
信
州
の
・
置
げ
る
と
こ
ろ
症
聾
に
し
て
お

き
手
け
れ
ど
も
・
あ
差
い
と
見
れ
ぱ
・
引
揚
げ
る
。
菱
引
揚
げ
れ
ぱ
、
中
膏
の
形
に
な
る
。
そ
の
契
も
出
て
く
る
。
そ
の
方
が
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

　
多
い
こ
と
が
班
実
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
…
」

　
ｎ
動
車
の
割
賦
版
売
の
簿
記
上
の
処
兇
は
目
産
白
動
車
の
川
久
保
氏
に
よ
る
と
、
一
般
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
：
．
…
今
の
釜
の
現
金
売
七
〇
〇
〇
円
と
月
賦
売
一
万
円
の
例
で
ご
ざ
い
享
げ
れ
ど
も
、
そ
の
開
き
の
三
〇
〇
〇
円
と
い
う
も
の
は
、
六
～

七
禦
覇
の
叢
で
あ
と
の
三
、
四
割
と
い
う
も
の
は
擶
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
業
界
と
し
て
は
、
喉
蚤
利
息
と
し
て
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
個
に
表
示
し
て
お
り
ま
す
も
の
と
更
に
、
受
取
利
息
及
び
そ
の
他
費
用
と
し
て
仕
訳
す
る
も
の
と
二
様
に
な
つ
て
お
り
ま
す
」



●

■

同
様
な
こ
と
は
、
ト
ヨ
タ
白
動
車
販
売
株
式
会
礼
神
谷
龍
次
氏
に
よ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
。

　
「
自
動
車
販
売
業
者
に
お
い
て
も
、
実
務
上
（
次
に
示
す
１
引
用
者
）
Ｈ
の
岬
の
方
法
に
よ
り
、
期
末
に
未
実
現
利
益
及
び
月
賦
販
売
手
数
料
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

繰
延
整
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
あ
る
」

「
Ｈ
　
普
通
の
掛
売
と
同
様
に
処
理
す
る
方
法
、

　
　
向
　
月
賦
販
売
手
数
料
を
売
上
勘
定
と
は
別
途
に
処
理
す
る
方
法
。

　
こ
の
方
法
は
、
利
益
実
現
時
期
の
認
識
基
準
は
い
と
同
様
（
商
品
引
渡
の
時
を
も
っ
て
売
上
利
益
実
現
の
時
期
と
考
え
る
－
引
州
者
）
で
あ
る

が
、
割
賦
版
売
総
額
の
う
ち
、
現
金
販
売
に
よ
る
場
合
の
価
格
を
資
上
勘
定
に
計
上
し
、
利
息
そ
の
他
の
代
金
回
収
の
た
め
の
諮
費
用
を
月
賦
販
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

手
数
料
勘
定
と
し
て
別
途
に
区
分
経
理
す
る
方
法
で
あ
る
。
期
末
に
月
賦
販
売
手
数
料
及
び
未
実
現
利
益
を
繰
延
整
理
す
る
。
・
…
－
」

期
太
決
算
時
に
お
け
る
整
双
に
つ
い
て
は
、
日
産
ｎ
動
車
の
川
久
保
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。

　
「
極
端
な
の
ぱ
一
台
ご
と
に
や
っ
て
お
る
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
販
売
店
で
す
が
、
私
の
方
は
月
単
位
で
整
理
し
て
お
り
ま
す
。
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

ろ
ん
期
末
は
、
そ
う
い
う
の
を
集
計
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。
」

会
計
実
務
上
注
恵
す
べ
き
点
は
、
川
久
保
氏
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
沼
田
教
授
と
の
座
談
会
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
川
久
保
…
私
の
方
（
日
産
ｎ
鋤
車
株
式
会
杜
－
引
川
者
）
で
は
、
割
賦
版
売
掛
金
を
未
収
金
勘
定
に
た
て
て
お
る
。
一
般
の
売
掛
金
は
、

現
金
版
売
に
準
ず
る
も
の
を
売
掛
金
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。

　
沼
　
田
（
横
浜
国
立
人
学
教
扱
）
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
で
す
ね
。

　
川
久
保
　
そ
の
方
が
、
尖
づ
げ
と
し
て
乎
形
を
担
保
し
て
お
る
の
で
す
げ
れ
ど
も
、
そ
れ
は
預
り
手
形
で
す
。
期
日
到
来
と
同
時
に
受
取
手
形
に

変
る
。
そ
の
期
日
未
到
来
の
預
か
り
子
形
こ
れ
は
銀
行
に
担
保
に
供
し
て
、
も
ち
ろ
ん
中
に
は
栄
名
の
信
川
併
り
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
１
５
）

で
金
融
を
っ
け
て
お
る
の
で
す
。
」

　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
公
計
の
理
論
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
（
八
七
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇
（
八
七
四
）

　
以
上
の
経
理
操
作
は
、
あ
き
ら
か
に
、
税
法
の
認
め
る
期
限
到
来
基
準
を
利
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

車
販
売
業
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
を
検
討
す
る
場
合
、
と
く
に
重
要
で
あ
る
。

自
動

　
（
１
）
　
川
久
保
康
雄
談
　
「
割
賦
販
売
の
理
論
と
実
際
」
　
（
企
業
会
計
十
巻
五
号
一
九
五
八
年
）
四
八
頁
。

　
（
２
）
　
平
岡
吉
郎
稿
　
「
白
動
車
の
月
賦
販
売
に
お
け
る
経
理
面
の
間
題
点
に
つ
い
て
」
（
産
業
経
理
二
十
一
巻
六
号
一
九
六
〇
年
）
五
八
－
九
頁
。

　
（
３
）
　
川
久
保
康
雄
談
　
前
掲
　
四
八
頁
。

　
（
４
）
　
川
久
保
康
雄
談
　
前
掲
　
四
八
頁
。

　
（
５
）
　
平
岡
吉
郎
稿
　
前
掲
　
五
九
頁
。

　
（
６
）
　
平
岡
吉
郎
稿
　
前
掲
　
五
九
頁
。

　
（
７
）
　
神
谷
龍
次
稿
　
「
白
動
車
の
割
賦
販
売
の
経
理
と
税
間
題
」
　
（
産
業
経
理
十
八
巻
十
号
一
九
五
八
年
）
九
五
頁
。

　
（
８
）
柳
谷
寵
次
稿
前
掲
九
五
頁
。

　
（
９
）
　
神
谷
寵
次
稿
　
前
掲
　
九
五
頁
。

　
（
１
０
）
　
川
久
保
康
雄
談
　
前
掲
　
五
一
頁
。

　
（
ｕ
）
　
川
久
保
康
鮒
談
　
前
掲
　
五
三
－
四
頁
。

　
（
１
２
）
　
神
谷
龍
次
稿
　
前
掲
　
九
四
頁
。

　
（
１
３
）
　
神
谷
帷
次
稿
　
前
掲
　
九
四
頁
。

　
（
ｕ
）
　
川
久
保
康
雄
淡
　
前
掲
　
人
五
頁
。

　
（
”
）
　
川
久
保
康
脈
泌
　
前
掲
　
人
七
頁
。

　
　
　
　
化
気
淋
火
・
叱
気
機
械
版
売
業
の
会
計
実
務

　
っ
ぎ
に
、
割
賦
販
売
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
一
般
的
な
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
ォ
、
犯
気
沈
沸
機
、
叱
匁
冷
蔵
庫
等
の
家
庭
州
宛
気
盤

具
お
よ
び
屯
（
刈
機
械
版
売
茱
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
実
務
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
、

　
三
菱
犯
機
株
式
八
ム
礼
、
経
〃
部
、
布
Ｈ
信
満
氏
は
わ
が
国
に
お
け
る
電
気
器
〔
パ
・
旭
（
刈
機
械
版
売
業
の
割
賦
版
売
の
現
状
に
っ
い



て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。

　
　
「
私
ど
も
（
三
菱
電
機
ｉ
引
用
者
）
の
方
で
割
賦
販
売
を
始
め
ま
し
た
の
は
昭
和
二
十
八
年
頃
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
通
常
他
の
電
機
メ
ー
カ
ー
で

　
は
月
賦
販
売
会
杜
と
い
う
特
別
な
機
構
が
中
へ
入
っ
て
お
や
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
の
方
は
そ
う
い
っ
た
月
賦
販
売
会
杜
と

　
い
う
も
の
は
作
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
結
筒
販
売
店
の
金
融
的
な
負
担
を
ヵ
バ
ー
す
る
と
い
う
惹
味
か
ら
販
売
店
の
上
の
特
約
店
に
対
し
て
私
の

　
方
で
月
賦
で
も
っ
て
同
収
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
特
約
店
も
販
売
店
か
ら
月
賦
で
回
収
し
、
最
終
的
に
消
費
省
か
ら
も
月
賦
で
回
収
さ
せ
て
い
た
だ
く

　
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
、
私
ど
も
の
方
で
は
特
約
店
に
対
し
て
月
賦
を
や
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
（
昭
和
三
十
三
年
五
月
現
在
－
引

　
用
考
）
行
っ
て
お
り
ま
す
品
目
は
ご
く
限
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
ォ
、
洗
濯
機
、
電
気
冷
蔵
庫
の
程
度
で
ご
ざ
い
ま
す
。
…
…
一
応

　
割
賦
販
売
の
規
定
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
い
て
割
賦
を
行
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
割
賦
を
行
う
特
約
店
と
は
割

賦
販
売
の
契
約
を
取
り
か
わ
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
割
賦
の
期
間
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
現
在
私
ど
も
の
方
で
や
っ
て
お
り
ま
す

　
の
は
、
大
体
六
ヶ
月
か
ら
一
年
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
次
に
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
割
賦
販
売
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
延
べ
払
い
契
約
に
基
づ
く
販
売
と
い
う
の
が
あ
る
わ
げ
で
す
が
、

　
こ
れ
は
プ
ラ
ソ
ト
と
い
っ
た
よ
う
な
大
物
に
っ
い
て
行
っ
て
お
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
家
庭
用
電
気
品
な
ど
と
は
全
く
別
個
ｏ
も
の
に
っ
い
て
そ
う
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

う
延
べ
払
い
の
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
お
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

　
つ
ぎ
に
、
三
菱
伍
機
株
式
会
祉
に
お
け
る
代
金
の
決
済
方
法
は
、
布
〔
氏
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
従
来
は
割
賦
期
限
に
塊
金
な
り
手
形
な
り
を
受
取
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て
お
り
ま
し
た
の
を
、
最
近
品
物
を
引
波
し
て
、
引
波
し
ま
し
た
神
月

末
に
逓
次
期
限
到
米
の
手
形
を
一
ぺ
ん
に
受
取
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
三
ケ
月
の
子
形
、
四
ケ
月
の
手
形
、
五
ケ
月
の
手
形
、
六
ケ
月
の
子
形
と
い

う
ふ
う
に
手
形
の
期
限
の
お
の
お
の
果
っ
た
も
の
を
引
渡
の
翌
月
末
に
一
ぺ
ん
に
受
取
る
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
ま
た

特
約
店
と
の
契
約
に
よ
り
ま
し
て
、
そ
の
所
有
権
を
留
保
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
や
っ
て
お
り
ま
せ
ん
げ
れ
ど
も
、
特
約
店
か
ら
は
一
応
保
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

金
と
い
う
も
の
を
別
に
と
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
一
応
の
担
保
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
」

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
（
八
七
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
（
八
七
六
）

　
つ
ぎ
に
間
題
に
な
る
点
は
、
三
菱
電
機
株
式
会
杜
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
・
同
杜
、
経
理
部
、
布
口
信
満
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。

　
　
「
…
…
そ
れ
で
税
法
の
坂
扱
い
に
よ
り
ま
し
て
も
割
賦
の
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
ま
し
て
割
賦
の
経
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
処
理
を
や
っ
て
お
る
わ
げ
で
す
」

　
こ
こ
で
は
、
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
が
税
務
対
策
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
を
率
直
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ン
、
○
た
め
、
割
賦
販

売
の
簿
記
上
の
処
埋
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
る
。

　
　
「
仕
訳
は
・
割
賦
基
準
に
ょ
っ
て
、
未
実
現
を
排
除
す
る
と
い
う
仕
沢
を
す
の
る
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
金
利
分
だ
げ
を
受
取
利
息
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
て
お
ら
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

　
ま
た
、
期
木
決
算
時
の
整
地
仕
訳
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。

　
　
「
私
の
方
で
（
三
菱
電
機
株
式
会
杜
－
引
川
者
）
は
、
期
中
は
補
助
簿
で
割
賦
対
象
商
品
を
区
分
把
握
し
、
期
末
に
一
ぺ
ん
に
未
実
現
利
益
を
排

　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
除
し
て
お
り
ま
す
。
」

　
ま
た
、
税
務
対
災
ｏ
た
め
ｏ
経
洲
操
作
と
し
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
、
逓
次
期
限
到
来
の
乎
形
（
月
賦
手
形
－
引
川
者
）
が
分
離
し
て

処
理
さ
れ
る
つ

　
　
「
私
の
方
は
一
般
的
な
巡
舷
資
金
と
し
て
金
融
機
閑
か
ら
俳
り
て
い
る
の
と
、
割
賦
代
金
と
し
て
受
げ
収
っ
た
逓
次
期
限
到
来
手
形
を
銀
行
に
閉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
引
い
て
も
ら
っ
て
や
っ
て
お
る
と
あ
り
ま
す
。
」

　
以
上
、
わ
が
個
に
お
け
る
旭
気
播
具
・
旭
気
機
械
販
売
業
者
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
の
一
例
と
し
て
、
三
菱
旭
機
株
式

会
糺
Ｏ
場
合
を
み
て
き
た
。
こ
こ
で
も
、
さ
き
に
述
べ
た
、
ｎ
動
車
の
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
と
同
様
、
税
務
対
災
と
し
て
Ｏ
会
計



実
務
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
、
以
上
の
ご
と
き
税
務
対
策
と
し
て
の
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
を
規
制
す
る
税
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す

る
。

　
（
１
）
　
布
目
信
淋
談
「
割
賦
販
売
沽
の
理
諭
と
実
際
」
　
（
企
業
会
計
十
巻
五
号
一
九
五
八
年
）
四
八
－
九
頁
。

　
（
２
）
　
布
目
信
満
談
　
前
掲
　
五
一
頁
。

　
（
３
）
　
布
目
信
満
談
　
前
掲
　
四
九
頁
。

　
（
４
）
　
布
目
信
滴
談
　
前
掲
　
五
四
頁
。

　
（
５
）
　
布
目
信
満
談
　
前
掲
　
五
五
頁
。

　
（
９
）
　
布
目
信
満
談
　
前
掲
　
五
七
頁
。

三
　
税
法
の
規
定

（
”
期
限
到
来
基
準
）
と
そ
の
論
拠

’

　
わ
が
胴
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
会
計
実
務
は
、
一
般
に
は
、
税
務
対
災
の
一
‘
環
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
述
に
よ
り
明
ら

か
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
税
法
は
割
賦
販
売
に
対
し
ど
の
よ
う
に
規
制
し
て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
、

つ
い
で
、
こ
の
よ
う
な
税
法
の
規
制
に
対
す
る
会
計
理
諭
家
の
態
皮
を
閉
ら
か
に
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
１
　
割
賦
販
売
に
た
い
す
る
税
汰
の
規
定

　
　
れ
税
法
の
規
定
（
１
１
期
限
到
米
火
雌
）
と
そ
の
制
定
の
根
拠

　
割
賦
販
売
に
た
い
す
る
わ
が
因
の
税
法
は
、
閉
和
二
十
五
年
九
月
に
法
人
税
取
扱
逝
達
二
五
〇
で
制
定
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
通
達

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
期
眼
到
来
妊
準
を
採
州
す
る
よ
う
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
わ
が
閑
に
お
け
る
側
賦
販
北
会
計
の
理
諭
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
二
（
八
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四
（
八
七
八
）

　
　
「
二
五
〇
・
売
買
契
約
に
よ
っ
て
売
却
代
金
の
受
入
を
月
賦
叉
は
年
賦
と
す
る
も
の
に
っ
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
収
入
す
べ
き
月
賦

金
叉
は
年
賦
金
に
対
応
す
る
売
却
益
を
見
穣
り
当
該
事
業
年
度
の
益
金
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
こ
の
規
定
の
制
定
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
法
人
税
課
事
務
官
、
保
森
久
弘
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

　
　
「
こ
れ
が
（
期
限
到
来
基
準
－
引
用
者
）
採
用
が
税
務
に
於
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
納
税
者
に
と
つ
て
特
権
的
な
も
の
（
。
勺
庄
。
、
一
、
Ｈ
、
、
一
。
亡
一
。
ら
）

　
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
・
通
達
二
四
九
の
原
則
的
立
場
に
よ
れ
ば
、
理
金
支
払
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
契
約
の
効
力
発
生
の
時
又
は
商
品

引
渡
の
時
と
し
て
い
る
か
ら
・
代
金
支
払
条
件
に
よ
っ
て
利
益
の
繰
延
べ
を
認
め
る
こ
と
は
明
ら
か
に
例
外
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
企
業
の
会
計
慣

　
行
を
注
視
し
・
企
業
利
益
の
平
準
化
意
図
及
び
納
税
資
金
の
確
実
性
を
考
慮
し
て
こ
の
基
準
を
採
択
す
る
方
針
が
基
本
通
達
二
五
〇
で
明
確
に
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
た
。
し
か
し
そ
れ
が
特
権
的
優
遇
で
あ
る
だ
げ
に
、
」

　
こ
こ
で
は
、
あ
き
ら
か
に
、
期
限
到
来
某
準
を
採
用
す
る
税
法
の
規
定
は
、
企
業
利
益
の
平
準
化
意
図
及
び
納
税
資
金
の
確
実
性

を
考
慮
し
た
特
惟
的
優
遇
焼
定
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
同
様
な
趣
旨
は
、
因
税
庁
法
人
税
課
課
長
補
佐
、
小
宮
昧
氏
に
よ
っ
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
割
賦
に
よ
る
財
産
の
販
売
は
納
税
者
を
し
て
未
実
現
の
即
ち
相
当
長
期
問
に
わ
た
り
現
金
化
さ
れ
な
い
所
得
に
対
し
て
税
金
を
支
払
う
必
要
を

　
生
ぜ
し
め
る
。
か
か
る
所
得
に
対
す
る
税
金
は
、
場
合
に
よ
り
当
該
課
税
年
度
に
取
得
す
る
現
金
の
総
額
よ
り
多
く
な
り
納
税
者
の
運
転
資
金
を
潤

　
滑
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
も
起
り
う
る
。
こ
の
種
の
納
税
考
を
苦
境
に
陥
入
れ
な
い
よ
う
に
、
法
は
一
定
の
納
税
劣
に
対
し
、
当
該
物
品
の
購
入
省
か

　
ら
衡
権
以
外
の
金
銭
又
は
財
物
を
受
領
す
る
こ
と
に
よ
り
実
現
し
た
所
得
の
み
を
巾
告
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
納
税
考
を
し
て
ｘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
該
利
得
が
削
賦
支
払
に
よ
り
現
実
に
現
金
で
実
現
さ
せ
て
か
ら
税
金
を
支
払
う
こ
と
を
許
す
救
済
規
定
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
で
も
、
期
眼
到
米
堪
準
を
採
川
す
る
税
法
の
規
定
は
、
企
業
に
対
す
る
財
務
血
よ
り
の
救
済
規
定
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
．
小
さ
れ
て
い
る
。



　
以
上
に
よ
り
、
期
限
到
米
基
準
を
採
川
す
る
税
法
の
規
定
の
制
定
の
趣
旨
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
の
規
定
は
、
そ
の
後
改

正
さ
れ
、
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
に
、
　
「
割
賦
販
売
等
に
よ
る
損
益
の
法
人
税
の
取
扱
に
つ

い
て
」
直
法
一
－
二
四
四
と
し
て
、
制
定
公
表
さ
れ
た
。

　
こ
の
挽
定
（
現
行
通
達
－
桑
原
）
は
、
　
「
従
米
ど
お
り
履
行
期
限
の
到
来
を
も
っ
て
、
そ
の
到
来
し
た
期
限
に
お
い
て
収
入
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

割
賦
損
益
を
計
上
す
べ
き
も
の
と
し
て
お
り
」
改
正
規
定
も
、
依
然
と
し
て
期
限
到
来
基
準
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
。
改
正
規
定

を
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
三
　
こ
の
通
達
に
お
い
て
割
賦
基
準
と
は
、
割
賦
販
売
に
係
る
割
賦
損
益
に
っ
い
て
、
そ
の
売
上
代
金
の
う
ち
各
事
業
年
度
に
お
い
て
収
入
し

　
た
又
は
収
入
す
べ
き
金
額
に
対
応
す
る
部
分
の
割
賦
損
益
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
斉
事
業
年
度
の
損
益
と
し
て
計
上
す
る
方
法
を
い
う
も
の
と
す
る
。
」

　
改
正
規
定
に
お
い
て
も
、
旧
規
定
と
同
様
な
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
、
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
国
税
庁
法
人
税
課

長
、
坂
野
常
和
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
ム
わ
れ
る
。

　
　
、
「
税
法
の
考
え
方
と
し
ま
し
て
は
、
…
…
割
賦
版
売
と
い
う
も
の
は
一
種
の
糾
酌
説
、
恩
典
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
収
益
の
計
上
は

　
発
生
主
義
の
原
則
で
、
売
買
契
約
の
と
き
に
計
上
す
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
条
件
に
該
当
す
る
も
の
は
履
行
期
日
ま
で
収
益
の
計
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
を
延
し
て
よ
ろ
し
い
と
、
そ
う
い
う
糾
酌
的
な
考
え
方
に
血
っ
て
お
る
と
い
う
思
想
で
あ
り
ま
す
。
」

　
こ
こ
で
も
ヤ
は
り
、
期
牒
到
来
基
準
を
と
る
改
止
税
法
規
定
の
制
定
の
根
拠
は
、
糾
酌
説
、
恩
典
説
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ

と
が
、
閉
．
小
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
わ
が
国
の
割
賦
版
売
会
計
を
考
察
す
る
場
令
、
き
わ
め
て
双
婆
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
保
森
久
松
稿
「
版
売
会
計
の
税
勢
」
　
（
税
経
迦
“
九
巻
二
□
ガ
一
九
五
四
年
）
一
六
六
頁
。

　
（
２
）
　
渡
辺
泰
助
稿
「
法
人
税
総
合
迦
達
の
閉
魑
点
、
割
賦
版
北
」
　
（
税
務
弘
報
五
巻
十
一
号
一
九
五
七
年
）
二
八
頁
。

　
（
３
）
　
内
藤
清
博
稿
「
割
賦
販
売
弊
に
よ
る
損
益
の
取
扱
」
　
（
税
務
弘
報
八
巻
三
号
一
九
六
〇
年
）
七
七
頁
。

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
（
八
七
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
ハ
（
八
八
○
）

　
（
４
）
　
坂
野
常
和
談
「
割
賦
販
売
等
の
税
務
」
　
（
税
務
弘
報
八
巻
三
号
一
九
六
〇
年
）
八
四
頁
。

　
　
ｂ
　
改
正
税
法
規
定
の
間
題
点

　
以
上
の
よ
う
に
、
改
正
税
法
規
定
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
、
期
限
到
来
基
準
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
改
正
税
法
規
定

で
は
、
改
正
以
前
の
税
務
の
取
扱
い
と
く
ら
べ
、
期
限
到
来
基
準
の
適
用
の
拡
大
化
が
み
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
期
限
到
来
基
準
適
用
の
拡
大
化
の
内
容
と
そ
の
経
過
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
改
正
税
法
規
定
に
お
け
る
期
限
到
来
基
準
適
用
の
拡
大
化
は
、
主
と
し
て
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
面
で
み
ら
れ
る
。

　
一
　
手
形
取
引
に
関
す
る
問
題

　
二
　
割
賦
期
問
の
短
締

　
三
　
利
息
の
会
計
処
双
に
閑
す
る
閉
題

　
四
　
雄
設
、
造
船
、
逃
機
業
へ
の
払
大
適
州

　
以
上
、
四
つ
の
間
題
点
に
っ
い
て
、
改
正
税
法
規
定
が
、
い
か
な
る
内
容
を
も
っ
て
、
期
限
到
来
基
準
を
拡
大
適
州
し
て
い
る
か
、

っ
ぎ
に
、
改
止
税
法
規
定
の
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
通
じ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
イ
　
手
形
収
引
に
閑
す
る
閉
趣

　
前
述
の
ご
と
く
、
ｎ
動
卑
の
割
賦
版
売
の
場
令
は
買
手
に
割
賦
金
の
支
払
時
期
ご
と
に
割
賦
代
金
相
当
額
の
約
束
手
形
を
振
り
出

さ
し
め
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
税
法
の
規
定
を
い
か
な
る
場
合
に
適
州
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
こ
ｏ
よ
う
な
こ
と
は
、
ｎ
動
卑
い
割
賦
販
売
以
外
に
お
い
て
も
間
題
に
な
る
が
、
概
し
て
．
ム
え
ば
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
、

割
賦
版
売
茱
米
ｏ
う
も
で
も
、
比
較
的
籔
力
の
あ
る
大
手
業
者
に
眼
り
れ
て
い
る
。

■



●

　
　
「
割
賦
販
売
に
お
い
て
、
手
形
に
よ
る
割
賦
金
回
収
を
行
い
得
る
の
は
、
・
…
：
概
し
て
、
ハ
イ
ク
ラ
ス
に
属
す
る
。
業
者
は
、
比
較
的
資
力
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
る
大
手
業
者
で
あ
り
。
…
…
」

　
改
正
以
前
の
税
務
の
取
扱
い
は
、
関
東
信
越
国
税
局
調
査
査
察
部
長
、
湊
良
之
助
氏
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
　
「
い
か
な
る
要
件
を
充
た
す
も
の
が
割
賦
販
売
で
あ
る
か
、
わ
が
国
の
税
法
は
、
…
…
殆
ん
ど
規
定
し
て
い
な
い
が
、
…
：
左
の
三
条
件
を
適
用

　
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
の
い
ず
れ
を
も
充
た
す
場
合
に
、
姶
め
て
割
賦
基
準
を
適
川
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
○
ｏ
　
現
金
又
は
そ
の
等
価
物
が
受
領
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

　
仁
↓
　
期
問
が
通
常
の
信
用
売
買
の
期
問
を
こ
え
て
い
る
こ
と
、

　
ｃ
わ
　
事
後
費
川
を
か
な
り
要
す
る
こ
と
、

　
　
し
か
し
そ
の
後
更
に
異
例
の
割
賦
基
準
適
用
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
非
公
式
に
次
の
条
件
を
追
加
す
る
こ
と
が
部
内
で
了
解
さ
れ
た
。

　
↑
ｏ
　
割
賦
期
問
が
六
カ
月
以
上
（
六
月
超
説
も
あ
る
）
で
あ
る
こ
と
、

　
旬
　
通
常
割
賦
版
売
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
資
産
で
あ
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
“
ヵ
　
公
衆
に
対
し
一
般
的
に
割
賦
版
売
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」

　
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
ｎ
動
車
の
割
賦
販
売
で
は
、
各
割
賦
支
払
期
日
ご
と
の
約
束
丁
形
を
と
っ
て
い
る
、
　
「
こ
の
よ
う

に
現
金
又
は
ン
、
の
笠
価
物
で
あ
る
丁
形
を
雌
に
受
倣
し
て
い
る
か
ら
、
割
賦
販
売
と
は
み
な
し
え
な
い
と
い
う
見
解
が
当
初
出
先
税

務
当
局
に
よ
り
ホ
さ
れ
た
が
、
会
礼
側
は
、
こ
れ
ら
の
手
形
は
割
引
の
対
象
に
事
実
上
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
代
金
の
回
収
が
通
常

以
上
に
遅
い
こ
と
、
同
様
な
割
賦
方
法
に
対
し
て
ア
メ
リ
ヵ
で
は
割
賦
販
売
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
こ
Ｏ
閉
越
に
対
し
郁
内
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
対
立
す
る
両
説
が
存
在
し
、
決
定
に
至
る
ま
で
か
な
り
の
討
論
が
重
ね
ら
れ
た
」

が
、
結
局
、
湊
良
之
助
氏
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
ｏ
よ
う
な
場
合
に
、
割
賦
販
売
と
し
て
取
扱
う
こ
と
に
一
応
の
結
論
が
出
さ
れ
た
。

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
北
会
計
の
理
論
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
（
八
八
一
）

●



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
策
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八
（
八
八
二
）

　
　
「
…
…
受
取
手
形
は
現
金
又
は
そ
の
等
価
物
に
該
当
す
る
の
で
、
い
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
が
論
議
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の

　
際
手
形
を
と
る
主
た
る
口
的
は
、
債
権
の
担
保
の
た
め
で
あ
り
、
ま
た
現
実
に
割
引
等
に
出
し
て
金
融
機
能
も
果
し
て
い
な
い
実
情
に
か
ん
が
み
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
賦
販
売
と
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」

　
ピ
か
し
な
が
ら
・
こ
の
よ
う
な
結
論
の
結
果
、
税
務
当
局
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
手
形
を
割
引
に
附
し
て
い
る
場
合
に
は
、
割
賦

販
売
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
態
度
を
と
っ
仁
。

　
　
「
…
…
金
詰
り
と
と
も
一
」
こ
れ
ら
の
乎
形
を
割
引
に
附
し
て
い
る
楽
例
が
生
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
割
賦
販
売
と
み
な
す
こ
と
が
で

　
　
　
（
５
）

　
き
な
い
。
」

　
以
上
の
よ
う
な
税
務
当
局
の
態
度
に
対
し
て
は
、
業
界
か
ら
、
は
げ
し
い
反
対
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　
閑
西
経
済
連
合
会
（
税
制
委
員
会
委
貝
長
、
大
目
本
紡
績
祉
兵
、
原
吉
平
氏
、
副
委
員
長
、
往
友
電
気
工
業
会
艮
、
岸
要
氏
）
は
、
昭
和
二

十
二
年
九
月
九
目
に
発
表
し
た
、
法
人
税
総
合
通
達
に
関
す
る
意
見
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
反
対
意
見
を
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
「
法
人
税
総
合
通
達
に
関
す
な
意
見
（
三
二
、
九
、
九
）

　
　
　
　
第
二
　
期
問
損
益
関
係

　
　
　
　
　
　
　
二
　
割
賦
販
売

　
　
－
　
商
品
停
の
割
賦
版
売
に
よ
る
損
、
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
　
　
向
　
手
形
を
割
引
き
、
叉
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
は
、
金
融
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
割
賦
版
売
に
よ
る
収
益
の
発
生
と
は
関
係
が
な
い
。
」

　
ま
た
、
割
賦
版
売
業
劣
か
ら
も
、
ン
、
れ
ソ
、
れ
、
は
げ
し
い
反
対
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
ヨ
タ
ｎ
動
木
版
売
株
式
会
礼
、
収
締
役
経
災
部
長
、
仰
谷
龍
次
氏
は
、
雑
誌
「
産
業
経
理
」
誌
上
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
反
対
意
見

を
展
開
さ
れ
て
い
る
。



　
　
「
…
…
こ
れ
は
子
許
資
金
の
裕
福
な
版
売
業
者
は
税
金
を
ゆ
っ
く
り
納
め
れ
ぼ
よ
い
が
、
手
許
資
金
の
貧
弱
な
販
売
業
者
は
早
く
納
め
な
げ
れ
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
７
）

　
な
ら
な
い
と
い
う
真
に
矛
盾
し
た
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
同
様
な
趣
旨
の
反
対
音
心
見
は
、
三
菱
電
機
株
式
会
杜
経
理
部
布
同
信
満
氏
に
よ
っ
て
も
、
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
間
題
は
、
今
国
税
庁
で
お
考
え
に
光
っ
て
お
る
、
そ
う
い
う
割
賦
販
売
で
受
げ
取
っ
た
手
形
を
割
引
い
た
と
き
に
は
売
上
の
実
現
と
見
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
う
お
取
扱
い
に
な
る
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
点
は
、
私
の
方
（
三
菱
電
機
－
引
用
省
）
と
し
て
は
非
常
に
困
る
わ
げ
で
あ
り
ま
す
。
」

　
そ
の
後
、
新
し
い
税
法
規
定
が
制
定
さ
れ
た
が
、
　
（
現
行
税
法
規
定
）
以
上
の
間
題
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。

　
　
「
七
　
割
賦
基
準
（
厳
密
に
は
期
限
到
来
基
準
－
桑
原
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
げ
る
割
賦
損
益
の
基
本
と
な
っ
た
売
上
代
金
の
う
ち
、
各
事
業

　
年
度
に
お
い
て
収
入
し
た
叉
は
収
入
す
べ
き
金
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
く
口
計
額
を
い
う
も
の
と
す
る
。

　
　
２
　
売
上
代
金
の
う
ち
そ
の
事
莱
年
度
に
お
い
て
ま
だ
履
行
期
日
の
到
来
し
な
い
部
分
の
金
額
に
っ
い
て
弁
済
を
受
げ
た
金
額
（
前
受
金
そ
の
他

　
名
義
の
阿
た
る
を
間
わ
ず
、
弁
済
に
充
当
す
る
目
的
で
受
領
し
た
金
額
で
実
質
的
に
当
該
商
品
等
の
代
金
の
充
当
さ
れ
る
も
の
の
金
額
及
び
代
金
の

　
支
払
に
代
え
て
振
り
山
す
旨
の
特
約
の
あ
る
手
形
を
受
領
し
た
場
合
の
当
該
手
形
の
金
額
を
含
む
。
）
」

　
な
お
、
右
の
代
金
の
支
払
に
代
え
て
振
り
出
す
旨
の
特
約
の
あ
る
手
形
を
受
領
し
た
場
合
と
は
、
国
税
庁
直
税
椰
法
人
税
課
、
内

藤
済
博
氏
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
売
掛
金
箏
の
倹
権
の
決
済
に
当
っ
て
杣
手
方
か
ら
乎
形
を
受
領
し
た
場
八
口
に
は
、
法
律
的
に
は
、
特
約
の
な
い
限
り
、
そ
の
子
形
は
債
権
の
支

　
払
の
た
め
、
す
な
わ
ち
、
代
金
の
担
保
の
忠
味
で
扱
受
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
手
形
の
受
領
を
も
っ
て
直
ち
に
入
金
と
は
み
な
い
と
い

　
う
趣
旨
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
手
形
の
期
日
（
そ
の
日
前
に
履
行
期
日
が
到
来
す
れ
ば
そ
の
履
行
期
日
）
ま
で
は
、
た
と
え
、
そ
の
中
途
に
お
い

　
て
そ
の
手
形
を
制
り
引
き
又
は
そ
の
手
形
を
担
保
と
し
て
金
融
を
受
け
て
も
入
金
と
は
み
な
い
が
手
形
の
授
受
に
当
っ
て
支
払
に
代
え
て
振
り
出
す

　
　
　
　
わ
が
旧
に
お
け
ろ
閉
賦
販
北
公
計
の
理
納
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九
（
八
八
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
（
八
八
四
）

　
旨
の
特
約
を
す
れ
ば
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
代
物
弁
済
と
な
り
、
手
形
の
受
領
を
も
っ
て
入
金
と
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
は
、
こ
の
よ
う
な
特
約
を
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
…
…
」

　
こ
の
規
定
の
同
様
な
解
説
は
、
国
税
庁
法
人
税
課
長
、
坂
野
常
和
氏
に
よ
っ
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
明
瞭
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
…
…
手
形
の
場
合
に
は
代
物
弁
済
の
特
約
の
手
形
だ
っ
た
な
ら
ぱ
入
金
と
み
る
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
普
通
の
手
形
は
入
金
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

　
み
な
い
と
い
う
こ
と
が
反
対
解
釈
と
し
て
解
釈
で
き
る
わ
げ
で
す
。
」

　
以
上
の
改
止
税
法
規
定
の
制
定
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
、
業
者
の
要
求
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
「
番
場
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
こ
ん
ど
の
通
達
で
も
手
形
の
割
引
は
入
金
と
は
認
め
な
い
と
い
う
考
え
方
を
と
る
の
で
し
よ
う
ね
。

　
　
坂
野
　
（
国
税
庁
法
人
税
課
長
）
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
常
識
的
に
は
お
か
し
な
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

　
　
早
瀬
　
（
東
京
日
産
白
動
車
販
売
株
式
会
祉
経
理
部
長
）
そ
う
い
う
こ
と
に
お
願
い
し
た
い
の
で
す
。
…
…
」

　
し
か
し
、
こ
の
業
者
の
要
求
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
改
正
以
前
に
お
い
て
も
、
実
質
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　
「
－
…
従
前
は
、
分
割
払
手
形
を
資
金
化
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
そ
れ
は
、
企
業
の
収
益
活
動
と
は
別
個
の
財
務
活
動
と
し
て
月
賦
未
実
現
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

　
の
算
定
を
な
し
、
現
実
に
こ
れ
を
認
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
」

　
な
お
、
以
上
の
会
計
処
理
に
対
す
る
番
場
嘉
一
郎
教
授
の
つ
ぎ
の
ご
と
き
見
解
は
、
業
劣
の
要
求
の
介
護
諭
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
「
閉
賦
荻
準
を
と
っ
た
場
く
ｎ
に
は
、
割
賦
手
形
を
か
り
に
割
引
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
利
益
計
上
の
時
点
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

　
解
釈
を
と
る
こ
と
が
私
は
妥
当
じ
や
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
…
…
」

　
番
場
嘉
一
郎
教
授
の
以
上
の
議
論
の
前
提
に
は
、
割
賦
手
形
を
受
け
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
利
益
の
計
上
を
し
な
い
と
い
う

思
考
が
そ
Ｏ
爪
礎
に
あ
る
Ｏ
は
．
ム
う
ま
で
も
な
い
。

　
（
１
）
　
片
収
康
毅
稿
「
割
賦
販
北
に
お
け
る
収
益
」
　
（
税
維
逝
仁
十
四
巻
五
サ
、
一
九
五
九
年
）
八
一
頁
、



（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

　
口

湊
良
之
助
稿
「
割
賦
販
売
収
益
」
　
（
会
計
六
十
七
巻
六
号
一
九
五
五
年
）
一
二
一
－
二
頁
。

思
沢
清
、
湊
良
之
助
共
著
「
企
業
会
計
と
法
人
税
」
　
（
一
九
五
五
年
）
二
一
八
－
九
頁
。

湊
良
之
助
稿
　
前
掲
　
一
二
三
頁
。

黒
沢
清
、
湊
良
之
助
共
著
　
前
掲
　
二
一
九
頁
。

関
経
連
の
歩
み
（
第
十
一
輯
）
昭
和
三
十
二
年
度
　
三
五
頁
。

神
谷
龍
次
稿
　
前
掲
　
九
六
頁
。

布
目
信
満
談
　
前
掲
　
五
七
頁
。

内
藤
博
清
稿
　
「
割
賦
販
売
に
よ
る
損
益
の
取
扱
」
　
（
税
務
弘
報
八
巻
三
号
一
九
六
〇
年
）
七
ヒ
頁
。

坂
野
常
和
談
　
前
掲
　
八
四
頁
。

早
瀬
常
雄
談
　
「
割
賦
販
売
の
税
務
」
　
（
税
務
弘
報
八
巻
三
号
一
九
六
〇
年
）
八
八
頁
。

神
谷
縄
次
稿
　
前
掲
　
九
六
頁
。

番
場
嘉
一
郎
談
「
法
人
税
適
達
改
正
案
を
中
心
と
し
た
税
務
会
計
研
究
」
　
（
産
業
経
理
一
九
巻
三
号
昭
和
三
十
四
年
）

割
賦
期
問
の
矩
縮

二
二
頁
。

　
税
法
規
定
改
止
以
前
で
は
、
税
務
当
局
の
期
限
到
来
堪
準
適
州
に
つ
い
て
の
態
度
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
割
賦
期
問
に
つ
い
て
は
、

六
ヵ
月
以
上
（
六
力
月
超
説
も
あ
る
）
で
あ
っ
た
。

　
こ
Ｏ
よ
う
な
税
務
当
局
の
態
度
に
対
し
て
は
、
三
菱
屯
機
財
務
課
長
、
波
部
泰
助
氏
に
よ
り
、
雑
誌
「
税
務
弘
報
」
誌
上
に
お
い

て
つ
ぎ
の
よ
う
な
希
申
息
見
が
出
さ
れ
て
い
た
。

　
　
「
…
若
し
日
本
の
税
法
が
、
現
金
主
義
に
飛
躍
す
る
こ
と
が
無
理
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
期
問
を
四
ヵ
月
と
か
三
ヵ
月
と
い
う
よ
う
に
短
縮
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
と
に
よ
っ
て
救
済
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
」

　
ま
た
、
租
税
研
究
脇
会
期
問
損
益
委
員
長
、
企
業
経
営
脇
会
専
務
理
事
、
興
国
人
絹
バ
ル
プ
収
締
役
、
片
砥
止
夫
氏
は
、
税
法
改

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
北
会
計
の
理
論
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
（
八
八
圧
）



１

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
（
八
八
六
）

正
に
あ
た
っ
て
の
要
求
事
項
と
し
て
、
割
賦
期
問
の
短
縮
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
強
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
通
常
割
賦
販
売
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
三
カ
月
以
上
で
あ
る
が
、
通
達
案
で
は
六
カ
月
以
上
を
要
求
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
等
に
お
い

　
て
も
割
賦
販
売
は
ニ
カ
月
以
上
に
わ
た
る
も
の
を
割
賦
販
売
と
し
て
認
め
て
い
る
。
ま
た
目
下
通
産
省
で
検
討
し
て
い
る
割
賦
販
売
法
案
等
に
つ
い

　
て
も
同
様
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
模
様
で
あ
る
の
で
、
か
か
る
厳
重
な
ワ
ク
を
設
け
て
企
業
の
取
引
を
制
限
す
る
こ
と
は
穏
当
を
欠
く
と
い
う
べ

　
　
　
　
（
２
）

　
き
で
あ
ろ
う
。
」

　
そ
の
後
、
税
法
は
改
正
さ
れ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
二
　
こ
の
通
達
に
お
い
て
割
賦
販
売
と
は
、
一
定
の
販
売
条
件
を
定
め
た
定
型
的
な
約
款
に
よ
る
商
品
等
の
販
売
で
売
上
代
金
を
月
賦
、
年
賦

　
そ
の
他
の
賦
払
に
よ
り
受
け
入
れ
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
。

　
　
２
　
当
該
商
品
等
の
引
渡
し
の
目
（
そ
の
目
前
に
所
有
権
の
移
転
の
あ
っ
た
場
合
Ｐ
は
、
そ
の
所
有
権
の
移
転
の
あ
つ
た
目
と
す
る
）
か
ら
最
後

　
の
履
行
期
目
ま
で
の
期
問
（
以
下
「
履
行
期
問
」
と
い
う
。
）
が
三
カ
月
以
上
の
も
の
（
履
行
期
問
が
三
カ
月
以
上
の
も
の
が
金
額
で
大
部
分
を
占

　
め
る
場
く
口
に
は
、
履
行
期
問
が
三
カ
月
未
満
の
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。
」

　
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
国
税
庁
法
人
税
課
長
、
坂
野
常
和
氏
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
…
…
最
終
履
行
期
日
ま
で
の
期
日
が
三
ヵ
月
以
上
で
な
き
や
い
か
ん
。
た
だ
そ
の
場
合
に
中
に
二
ヵ
月
と
い
う
も
の
が
ま
ざ
っ
て
お
っ
て
も
い

　
い
と
い
う
非
常
に
あ
ま
い
こ
と
が
中
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
ま
い
、
か
ら
い
と
い
う
閉
題
で
は
な
く
て
、
大
部
分
は
三
ヵ
月
な
ん
だ
け
れ

　
ど
も
・
た
ま
に
二
ヵ
月
の
も
の
が
入
っ
て
お
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
を
取
り
出
す
こ
と
が
却
っ
て
経
理
が
複
雑
に
な
る
か
ら
、
こ
う
い
う
も
の
は
ま
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
め
て
い
い
こ
と
に
す
る
、
こ
う
い
う
趣
旨
で
あ
り
ま
す
」

　
こ
ｏ
姐
定
に
よ
っ
て
、
税
法
の
認
め
る
割
賦
期
問
が
短
締
さ
れ
、
期
眼
到
来
甚
準
ｏ
遭
川
範
開
が
払
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
か
か
る
税
務
の
収
扱
い
に
っ
い
て
は
、
税
務
当
局
側
よ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
閉
趣
点
が
出
さ
れ
て
い
る
。



国
税
庁
直
税
部
法
人
税
課
、
内
藤
清
博
氏
は
、
つ
ぎ
の
点
を
間
題
に
さ
れ
る
。

　
「
、
法
人
税
は
期
末
か
ら
二
ヵ
月
後
に
納
税
す
る
建
前
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
税
額
の
二
分
の
一
に
っ
い
て
は
三
ヵ
月
間
の
徴
収
猶

予
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
少
く
と
も
五
ヵ
月
問
は
大
半
の
税
金
は
法
律
上
す
で
に
徴
収
が
猶
予
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
割
賦
期
問
が
六
力
月
以
上
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

の
に
つ
い
て
だ
げ
認
め
れ
ぱ
足
り
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
な
り
立
つ
の
で
あ
る
。
」

国
税
庁
法
人
税
課
長
、
坂
野
常
和
氏
は
、
問
題
点
と
し
て
、
つ
ぎ
の
点
を
指
摘
さ
れ
る
。

　
「
こ
の
三
ヵ
月
と
い
う
こ
と
白
体
も
、
実
は
普
通
の
販
売
と
同
じ
じ
や
た
い
か
と
い
う
反
撃
に
あ
っ
て
い
る
わ
げ
で
す
。
三
ヵ
月
ぐ
ら
い
支
払
が

延
び
る
こ
と
は
、
手
形
版
売
な
ら
ざ
ら
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
割
賦
販
売
だ
と
い
え
ぱ
三
ヵ
月
待
っ
て
、
そ
れ
か
ら
普
通
の
販
売
な
ら
、
全
部
手
形
で

売
っ
て
い
る
店
で
も
収
益
は
前
に
計
上
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
非
常
に
不
公
平
じ
や
な
い
か
と
い
う
声
が
あ
る
。
ま
し
て
や
そ
れ
が
割
賦

販
売
の
特
殊
性
で
、
個
別
に
通
達
で
割
り
切
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
先
は
入
金
基
準
に
し
た
ら
、
普
通
の
販
売
が
と
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

持
た
な
い
の
で
す
ね
。
税
務
と
し
て
は
。
」

関
東
信
越
旧
税
局
調
査
査
察
部
長
、
湊
良
之
助
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。

　
「
い
（
履
行
期
問
が
三
ヵ
月
で
あ
る
こ
と
－
引
川
劣
）
…
…
は
、
信
用
版
売
と
の
権
衡
を
ほ
ぽ
見
火
っ
て
い
る
。
規
定
す
る
か
ら
に
は
、
・
…
－
履

行
期
問
は
六
ヵ
月
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
民
間
の
意
見
と
の
調
整
の
た
め
に
止
む
な
く
譲
歩
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
会
計
学
会
か
ら
、
こ
の
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

っ
い
て
何
ら
か
の
批
判
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
」

し
か
し
、
会
計
学
者
の
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
た
諭
文
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
全
く
み
あ
た
ら
な
い
。

（
１
）
　
渡
辺
泰
助
稿
「
法
人
税
総
合
通
連
の
閑
魎
点
、
割
賦
販
売
」
　
（
税
務
弘
報
五
巻
十
一
丹
一
九
五
七
年
）
二
八
頁
。

（
２
）
　
背
砥
正
夫
柵
「
期
閉
損
益
閑
係
の
閉
魎
点
」
　
（
企
業
八
ム
計
十
巻
十
一
号
一
九
五
八
年
）
一
じ
八
頁
。

（
３
）
　
坂
蜥
常
和
淡
　
前
掲
　
八
四
頁
。

（
４
）
　
内
藤
清
博
稿
　
前
掲
　
七
五
頁
。

　
　
わ
が
旧
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
（
八
八
七
）



（
５
）

（
６
）

立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）

坂
野
常
和
談
　
前
掲
　
八
八
頁
。

湊
良
之
助
稿
「
税
務
収
益
論
」
　
（
前
掲
）

一
六
三
－
四
頁
。

四
四
（
八
八
八
）

　
　
ハ
　
利
白
心
の
会
計
処
理
に
関
す
る
間
題

　
改
正
税
法
規
定
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
期
限
到
来
基
準
の
適
用
の
拡
大
化
は
、
利
息
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
も
み

ら
れ
る
。

　
税
法
の
規
定
の
改
止
以
前
に
お
け
る
税
務
当
局
の
態
度
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
税
庁
審
議
官
、
明
里
長
太
郎

氏
は
、
日
産
ｎ
動
車
株
式
会
杜
経
規
部
長
、
川
久
保
康
雄
氏
等
と
の
座
談
会
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
。

　
　
「
沼
　
田
　
実
務
の
方
に
お
伺
い
し
た
い
の
で
す
が
、
目
産
自
動
車
さ
ん
の
方
で
は
、
先
は
ど
の
お
話
で
は
割
賦
販
売
の
処
理
を
し
て
お
る
と
お

　
っ
し
や
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
簿
記
的
に
見
る
と
ど
う
い
う
よ
う
な
、

　
　
川
久
保
　
今
の
お
話
の
現
金
売
七
千
円
と
月
賦
売
一
万
円
の
例
で
ご
ざ
い
ま
す
げ
れ
ど
も
そ
の
開
ぎ
の
三
千
円
と
い
う
も
の
は
、
六
、
七
割
く
ら

　
い
が
金
利
の
要
素
で
、
あ
と
の
三
、
四
割
と
い
う
も
の
は
費
用
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
業
界
と
し
て
は
月
賦
受
取
利
息
と
し
て
別
個
に

　
表
示
し
て
お
り
ま
す
も
の
と
更
に
受
取
利
息
及
び
そ
の
他
費
用
と
し
て
仕
訳
す
る
も
の
と
、
二
様
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
…

　
　
明
　
里
　
－
－
－
わ
れ
わ
れ
は
、
…
…
そ
れ
が
分
割
払
い
に
な
る
と
い
う
考
え
方
で
利
子
を
っ
げ
ら
れ
る
と
い
う
場
合
は
、
割
賦
版
売
と
認
め
な
い

　
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。
…
…
と
に
か
く
分
割
払
い
で
、
そ
の
中
を
利
子
が
幾
ら
販
売
経
費
が
幾
ら
と
い
う
仕
訳
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
れ
は
閉
賦
版
売
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
ね
。
、
」

　
以
上
の
よ
う
な
税
務
消
局
の
態
度
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
正
税
法
規
定
の
制
定
（
通
達
の
五
、
六
）
に
よ
り
あ
ら
た
め
ら
れ
、
実
質

的
に
は
、
ｎ
動
小
販
売
業
界
に
お
け
る
会
計
実
務
を
認
め
る
と
い
う
態
度
に
か
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
法
人
税
課
長
、
坂
野
常
和
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。



　
　
「
…
…
こ
れ
は
（
通
達
の
五
、
六
－
引
用
者
）
収
益
の
計
上
を
述
べ
て
お
る
の
で
す
が
、
代
金
と
利
息
榔
分
と
の
区
別
の
問
題
で
す
。
利
息
と
い

　
う
の
は
、
こ
れ
は
当
然
、
期
問
、
日
歩
と
か
そ
の
他
の
計
算
に
よ
っ
て
っ
い
て
い
く
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
わ
け
て
い
る
も
の
は
利
息

　
の
延
べ
は
許
さ
ん
そ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
る
わ
げ
で
す
。
そ
れ
で
代
金
部
分
が
利
息
部
分
か
と
い
う
こ
と
は
五
の
方
で
は
っ
き
り
と
区

　
別
し
て
い
る
場
合
は
、
利
息
の
方
は
期
問
対
応
で
あ
げ
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
り
ま
す
。
六
の
方
は
代
金
と
利
息
と
を
合
せ
て
や
っ
て
い

　
る
。
し
か
し
だ
か
ら
一
本
に
は
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
身
を
よ
く
み
る
と
、
利
息
の
方
は
ち
ゃ
ん
と
区
分
計
算
さ
れ
て
お
る
と
い
う
場
合
は
、

　
こ
れ
は
や
は
り
五
と
同
じ
よ
う
に
利
息
の
部
分
は
除
外
し
て
計
算
を
行
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
形
と
し
て
は
普
通
の

　
形
で
す
と
元
本
が
ず
っ
と
同
じ
金
額
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
利
息
の
方
は
だ
ん
だ
ん
あ
と
に
な
る
ほ
ど
高
く
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
の
が
普
通
の
形
だ
ろ

　
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
元
本
も
利
息
も
全
部
計
算
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
十
ヵ
月
な
ら
ぱ
十
ヵ
月
の
均
箏
に
割
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
こ

　
れ
は
元
利
が
本
当
に
こ
み
に
な
る
、
利
息
と
元
金
と
分
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
性
格
の
も
の
だ
と
い
う
形
に
な
る
わ
げ
で
す
。
割
り
切
れ
な
い
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
こ
れ
は
も
う
全
部
の
代
金
の
延
べ
だ
と
い
う
よ
う
に
み
て
い
っ
て
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
」

　
以
上
に
よ
っ
て
、
税
法
規
定
改
正
以
前
で
は
、
期
眼
到
来
基
準
の
適
州
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
自
動
車
版
売
業
者
に
お
け
る

利
息
に
関
す
る
会
計
処
珊
が
、
税
法
規
定
の
改
正
に
よ
っ
て
、
期
限
到
来
基
準
の
適
川
が
合
法
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
割
賦
販
売
に
お
け
る
利
息
の
会
計
処
猟
に
つ
い
て
も
期
眼
到
米
基
準
の
拡
大
適
川
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ｏ
で

あ
る
。

　
（
１
）
　
明
胆
長
太
郎
他
談
「
割
賦
版
売
の
堆
赫
と
火
際
」
　
（
企
茱
会
計
十
巻
斤
け
一
九
ん
八
年
）
亙
、
二
－
川
頁
。

　
（
２
）
　
坂
野
常
和
談
「
割
賦
販
売
等
の
税
務
」
　
（
税
務
弘
報
八
巻
三
号
、
九
六
」
Ｊ
年
）
八
圧
頁
。

　
　
二
　
確
設
、
造
船
、
造
機
等
へ
の
拡
大
適
旧
川

　
　
　
わ
が
国
に
お
げ
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
（
八
八
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
（
八
九
〇
）

　
税
法
は
、
改
正
税
法
規
定
、
芭
法
一
－
二
四
四
の
第
二
、
第
三
、
第
四
に
お
い
て
、
延
払
条
件
販
売
に
よ
る
利
益
、
延
払
条
件
付

請
負
に
よ
る
利
益
、
資
産
の
延
払
条
件
は
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
益
に
つ
い
て
、
そ
れ
ジ
、
れ
、
あ
た
ら
し
く
、
期
限
到
来
基
準
の
適
用
を

認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
税
法
の
規
定
で
は
、
　
「
過
去
に
お
い
て
個
別
的
に
割
賦
基
準
（
厳
密
に
は
代
金
同
収
某
準
－
引
川
者
）
の
適
州
を
認
め
た
の
は
、
い
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

れ
も
不
動
産
の
延
払
い
で
、
商
品
に
つ
い
て
認
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
・
　
「
今
度
、
割
賦
の
通
達
で
こ
れ
を
認
め
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
税
務
の
取
扱
い
と
し
て
は
、
非
常
に
大
き
な
改
革

　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
」

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
改
正
税
法
規
定
は
、
国
税
庁
法
人
税
課
長
、
坂
野
常
和
氏
に
よ
る
と
、
具
体
的
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
場
合
に

適
州
さ
れ
る
。

　
　
「
第
二
に
延
払
条
件
、
第
三
に
は
延
払
条
件
の
請
負
、
そ
れ
か
ら
第
四
に
は
固
定
資
産
な
ん
か
の
譲
波
、
こ
の
三
っ
は
一
緒
の
も
の
で
す
が
、
こ

　
れ
は
割
賦
販
売
が
定
型
的
な
約
款
で
、
だ
れ
が
来
て
も
約
微
に
書
い
て
あ
る
通
り
に
売
る
と
い
う
や
り
方
に
対
し
て
、
商
品
等
を
売
り
ま
す
場
合
に
、

　
相
手
方
と
い
ろ
い
ろ
折
衡
し
て
、
そ
れ
で
は
、
あ
な
た
に
は
、
こ
う
い
う
条
件
で
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
売
り
ま
し
よ
う
。
っ
ま
り
個
別
に
延
払
の
条

　
件
を
き
め
て
い
く
版
売
で
す
か
ら
、
普
通
の
場
合
は
、
金
額
も
か
な
り
大
き
な
も
の
、
た
と
え
ぱ
、
船
と
か
車
両
と
か
重
電
機
と
か
い
う
よ
う
な
も

　
の
を
予
想
し
て
い
る
の
で
す
、
：
－

　
　
そ
れ
か
ら
、
請
れ
の
方
も
企
く
Ｎ
じ
す
。
こ
れ
は
、
　
（
挫
設
、
迭
船
、
造
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
班
（
修
理
を
ふ
く
む
）
に
お
け
る
Ｈ
条

　
文
ニ
ハ
）
延
払
条
件
付
請
れ
に
１
い
て
も
、
延
払
割
賦
基
雌
の
適
川
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
そ
れ
か
ら
二
番
〕
に
、
商
品
を
除
く
資
産
、
っ
ま
り
臼
分
の
持
っ
て
い
る
固
定
資
産
な
ど
を
延
払
条
件
で
売
つ
．
た
場
く
。
、
こ
の
と
き
も
割
賦
甚
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
の
適
川
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
り
ま
す
。
」



　
以
上
の
よ
う
に
、
改
正
税
法
規
定
は
、
船
舶
、
車
靹
、
重
電
機
等
と
雄
設
、
遣
船
、
造
機
等
の
請
負
、
さ
ら
に
、
固
定
資
産
の
延

払
い
に
対
し
て
も
、
期
眼
到
来
基
準
の
適
川
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
規
定
の
制
定
ま
で
に
は
、
は
げ
し
い
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
、
ま
た
、
い
く
つ
か
の
間
題
点
が
出
さ
れ
た
。

　
国
税
庁
法
人
税
課
課
長
補
佐
、
小
宮
保
氏
は
、
つ
ぎ
Ｏ
よ
う
に
、
プ
ラ
ソ
ト
類
Ｏ
長
期
延
払
契
約
に
対
し
て
は
、
期
眼
到
来
娃
準

の
適
州
し
が
た
い
こ
と
を
強
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
割
賦
基
準
に
関
連
し
て
プ
ラ
ソ
ト
類
の
長
期
延
払
契
約
に
対
し
て
割
賦
版
売
と
同
様
な
取
扱
を
認
め
よ
と
い
う
忠
見
が
あ
る
。
売
上
代
金
の
単

　
な
る
分
納
や
延
納
は
割
賦
販
売
と
は
根
本
的
に
共
な
る
。
代
金
回
収
が
遅
れ
る
と
い
う
理
由
で
特
例
を
認
め
る
こ
と
に
な
れ
ぱ
、
こ
れ
は
他
の
基
準
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
例
え
ぱ
割
賦
基
準
に
お
げ
る
履
行
期
基
準
に
も
至
大
の
影
響
を
生
ず
る
。
」

　
以
上
の
よ
う
な
意
兇
に
対
し
、
日
本
租
税
研
究
協
会
は
、
っ
■
ぎ
の
よ
う
な
、
反
対
恵
見
を
公
衣
し
て
い
る
。

　
　
「
昭
和
三
十
三
年
八
月
一
目

　
　
　
　
　
　
法
人
税
総
合
通
達
案
重
要
事
項
に
閑
す
る
意
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
租
税
研
究
脇
会

　
　
　
　
　
第
一
　
期
問
損
益
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
割
賦
販
売

　
　
　
２
　
車
阿
伶
托
に
つ
い
て
は
、
受
益
訂
券
の
譲
渡
を
行
っ
た
場
合
を
除
き
、
焔
品
箏
の
延
払
条
件
付
版
売
に
よ
る
拙
、
益
の
繰
延
計
上
を
認
め
る

　
　
　
　
　
（
５
）

　
　
べ
き
で
あ
る
。
」

　
　
「
本
意
見
は
、
…
…
当
協
会
税
務
会
計
委
員
会
（
委
員
長
、
西
野
庶
一
郎
氏
）
に
お
い
て
、
期
問
拙
、
益
（
委
貝
長
、
肯
砥
ｒ
吉
氏
）
金
融
証
捗

　
（
委
員
長
、
望
月
威
氏
）
固
定
資
産
（
長
谷
川
弘
之
助
氏
）
棚
卸
資
産
（
委
員
長
、
舛
出
精
一
氏
）
の
各
小
委
員
会
が
そ
れ
ぞ
れ
分
担
し
て
、
こ
れ

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
（
八
九
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

が
研
究
を
進
め
、
最
後
に
総
合
的
意
見
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
」

こ
の
日
本
租
税
研
究
脇
会
、
税
務
会
計
委
員
会
の
委
員
の
主
な
る
も
の
は
、

（
建
設
、
造
船
、
造
機
業
関
係
）

石
川
島
重
工
業
経
理
課
長

三
菱
造
船
経
理
部

新
三
菱
重
工
業
取
緒
役
経
理
部
長

三
機
工
業
川
崎
工
場
会
計
課

東
芝
製
作
所
専
務
取
締
役

八
幡
製
鉄
経
理
部
部
長

日
本
鋼
管
監
査
課
長

日
立
製
作
所
経
理
部
副
部
長

三
菱
電
機
財
務
課
長

古
河
電
気
工
業
主
計
課
長

（
学
界
）

一
橋
大
学
教
授

神
戸
大
学
教
授

一
橋
大
学
教
授

東
京
大
学
助
教
授

中
央
人
学
教
扱

（
敬
称
略
）

鈴
木
貞
二

山
田
広
三
郎

佐
藤
勇
二

森
田
哲
夫

西
野
嘉
一
郎

上
司
克
太
郎

舛
田
精
一

加
藤
久
蔵

渡
部
泰
助

石
井
茂
雄

番
場
荻
一
郎

渡
辺
　
進

飯
野
利
夫

江
村
　
稔

今
井
　
忍

つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

一
四
八
（
八
九
二
）



　
　
成
畿
大
学
助
教
扱
　
　
　
　
　
　
　
　
新
井
益
太
郎

　
以
上
の
主
張
の
合
理
化
論
は
、
運
輸
省
船
舶
局
監
理
課
事
務
官
、
武
田
健
介
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
は
、
雑
誌
「
税

経
通
信
」
誌
上
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
年
中
に
受
註
し
た
或
る
造
船
会
杜
の
輸
出
船
舶
の
建
造
契
約
書
（
二
八
、
○
○
○
Ｄ
Ｗ
Ｔ
油
槽

船
逃
船
契
約
詐
お
よ
び
三
二
、
五
〇
〇
Ｄ
Ｗ
Ｔ
汕
槽
船
建
逃
契
契
約
書
）
を
提
ホ
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
輸
出
船
舶
に
対
す
る
期
限
到
来
基

準
適
用
の
合
理
性
を
主
張
さ
れ
る
。

　
　
「
…
：
輸
出
船
舶
の
分
割
支
払
に
っ
い
て
充
分
履
行
期
基
準
（
ｎ
期
限
到
来
某
準
－
引
川
者
）
に
よ
っ
て
課
税
す
る
事
が
可
能
で
あ
り
、
単
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
分
納
あ
る
い
は
延
払
い
と
相
違
す
る
」

　
こ
の
諭
拠
と
し
て
、
式
田
氏
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
輸
出
船
舶
の
一
般
的
な
支
払
条
件
を
示
ざ
れ
る
。

　
　
「
Ｈ
　
各
分
割
支
払
日
を
期
日
と
し
た
約
束
手
形
　
こ
の
手
形
は
分
割
支
払
の
代
金
に
充
当
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
手
形
の
受
領
は
、

　
売
上
代
金
の
回
収
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
従
っ
て
、
こ
の
手
形
は
他
に
尖
書
す
る
事
も
又
期
旦
…
の
割
引
も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
約
束
手
形
に
は
通
常
、
柵
手
国
に
お
け
る
有
名
銀
行
そ

　
の
他
政
府
の
保
証
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
白
　
船
舳
引
波
後
の
本
船
祇
坐
権
　
分
割
代
金
の
不
腹
行
に
対
し
て
凶
該
船
舳
に
第
一
順
位
の
孤
ヅ
梅
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
　
臼
　
当
該
船
舶
の
分
割
支
払
代
金
が
傲
船
料
に
よ
っ
て
充
当
さ
れ
る
場
合
に
は
、
船
舶
所
有
劣
の
徽
船
料
貨
権
譲
波
契
約
証
書
が
作
成
さ
れ
る
。

　
現
在
我
が
因
答
逝
船
業
考
の
輸
川
船
舳
に
対
す
る
る
建
遣
資
金
は
大
榔
分
鮒
山
入
銀
行
並
び
に
、
こ
れ
ら
脇
調
融
資
銀
行
に
よ
る
什
入
金
で
充
坐
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
８
）

　
れ
て
い
る
た
め
通
竹
こ
れ
ら
の
担
保
物
件
は
右
輸
出
入
銀
行
泄
び
に
協
調
融
資
銀
行
に
仰
譲
渡
さ
れ
て
い
る
、
」

　
以
上
の
主
狼
は
、
改
正
税
法
規
定
、
第
二
に
よ
っ
て
、
全
而
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
旧
税
庁
汰
人
税
課
長
、
坂
野

常
和
氏
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
点
が
閉
趣
に
な
っ
た
。

　
　
　
わ
が
旧
に
お
け
ゐ
割
賦
販
売
会
計
の
理
諭
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
（
八
九
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
一
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
（
八
九
四
）

　
　
「
間
題
点
は
・
ひ
も
っ
き
融
資
、
た
と
え
ぱ
船
な
ど
造
り
ま
す
と
き
に
、
初
め
か
ら
全
額
ひ
も
っ
き
融
資
の
も
の
が
あ
る
わ
げ
で
す
。
こ
う
い
う

　
も
の
ま
で
延
払
条
件
付
販
売
の
特
例
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
げ
れ
ど
も
、
こ
の
通
達
で
は
触
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
従
つ
て
ひ
も
っ
き
融
資
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
も
の
で
も
、
延
払
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
建
前
に
な
っ
て
い
る
わ
げ
で
す
。
」

　
以
上
の
ほ
か
に
・
第
四
の
資
産
の
延
払
条
件
付
譲
渡
に
よ
る
資
産
の
譲
渡
益
に
つ
い
て
の
割
賦
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
間
題

が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
坂
野
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。

　
　
「
こ
れ
は
、
実
は
所
得
税
と
比
べ
間
題
が
あ
り
享
。
所
得
税
の
方
は
、
譲
渡
所
得
の
間
題
で
、
二
分
の
一
課
税
と
い
う
制
鴫
あ
る
わ
げ
で
す

げ
れ
ど
も
御
承
知
の
よ
う
に
累
進
課
税
に
な
一
て
盲
享
の
で
、
延
払
い
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。
一

と
こ
ろ
で
・
叢
税
窟
定
に
よ
っ
て
・
あ
た
ら
し
く
殻
到
来
基
準
の
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
第
二
の
延
払
条
件
付
販
売

に
よ
る
繰
延
利
益
と
第
一
の
割
賦
販
売
に
よ
る
損
益
と
を
、
三
菱
圭
、
う
晶
車
株
式
会
杜
経
諜
長
代
雌
、
平
岡
吉
郎
氏
の
作
成

　
　
　
　
　
（
ｕ
）

さ
れ
た
比
較
表
に
よ
っ
て
表
ポ
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

１２３

割
　
賦
　
販
　
売

　
　
　
定
　
　
　
　
義

　
一
定
の
版
売
条
件
を
定
め
た
定
型
的
な
約
赦
に
よ
る
版
北
で
あ

る
こ
と
。

　
賦
払
を
う
げ
る
方
法
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
支
払
期
問
が
煩
金
を
除
い
て
月
、
年
笠
を
単
位
と
し
て
お
お

　
む
ね
規
則
的
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
毎
固
の
収
入
金
額
が
頭
金
を
除
い
て
お
お
む
ね
均
等
、
逓
減

　
ま
た
ぱ
逓
増
等
規
則
的
で
あ
る
こ
と
。

　
売
Ｌ
の
日
か
ら
最
後
の
支
払
期
日
ま
で
が
三
カ
月
以
Ｌ
Ｌ
で
あ
る

１

“’』凹’’
…

一

■

延
払
条
件
付
販
売

１
　
規
定
が
な
い
（
賦
払
で
あ
れ
ば
よ
い
）

２３

アイ 賦
払
を
う
げ
る
方
法
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
Ｌ
Ｌ
こ
司
じ

　
ヒ
こ
司
じ

売
上
の
目
か
ら
最
後
の
日
の
支
払
期
日
ま
で
が
二
年
以
上
で
あ



●

　
こ
と
。

４
　
頭
金
・
前
受
金
等
金
額
が
三
分
の
二
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
適
用
　
条
件

－
　
割
賦
販
売
の
す
べ
て
に
適
用
し
な
け
ぱ
な
ら
な
い
（
限
定
が
許

　
さ
れ
な
い
し
赤
字
の
も
の
に
も
適
用
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
）
。

２
　
継
続
的
に
適
用
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
の
比
較
表
に
よ
る
と
、
延
払
条
件
付
販
売
に
お
い
て
は
、

こ
の
う
ち
、
と
く
に
間
題
に
な
る
点
は
、

４１
る
こ
と
。

　
上
に
同
じ
。

規
定
が
な
い
。

規
定
が
な
い
。

（
法
人
の
任
意
で
あ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
適
用
条
件
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
継
続
的
適
用
の
間
題
で
あ
る
。
　
「
継
続
適
用
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
延
払
い

で
売
っ
て
お
い
て
、
途
巾
で
あ
る
期
に
利
益
を
全
部
あ
げ
ち
や
っ
た
場
合
に
、
ま
た
そ
の
期
に
延
払
い
を
や
っ
た
場
合
、
か
ま
わ
な

い
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
船
を
何
ば
い
も
作
っ
て
売
っ
て
い
る
造
船
所
が
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
場
合
に
、
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

益
調
節
の
手
段
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
か
と
い
う
間
題
は
あ
る
」

　
ま
た
、
延
払
い
の
場
合
で
は
、
は
っ
き
り
利
益
と
だ
け
限
定
し
て
あ
っ
て
損
失
の
繰
延
は
除
い
て
あ
る
の
も
一
つ
の
間
題
点
で
あ
る
。

　
以
上
、
割
賦
販
売
に
対
す
る
税
法
規
定
の
内
容
と
制
定
の
経
過
を
み
て
き
た
が
、
つ
ぎ
に
、
か
か
る
税
法
規
定
（
１
１
期
限
到
来
基
準
）

に
た
い
す
る
会
計
理
論
家
の
見
解
を
み
て
み
よ
う
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

内
藤
清
博
談
「
割
賦
販
売
箪
の
税
務
」
　
（
税
務
弘
報
八
巻
一
、
．
サ
一
九
六
〇
年
）
九
一
頁
。

坂
野
常
和
談
　
前
掲
　
九
〇
頁
。

坂
野
常
和
談
　
前
掲
　
九
〇
頁
。

小
宮
保
稿
　
「
法
人
税
基
本
迦
達
改
正
意
兄
の
批
判
」
　
（
税
経
通
信
十
巻
十
二
号
一
九
五
亙
年
）

日
本
租
税
研
究
協
会
「
法
人
税
総
合
遁
達
案
承
要
栴
狽
に
関
す
る
意
見
」

同
　
意
見
袴

わ
が
圃
に
お
げ
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
桑
原
）

一
三
五
頁
。

一
五
一
（
八
九
五
）



（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

２
　
ａ

立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
（
八
九
六
）

武
田
健
介
稿
「
法
人
税
法
に
お
け
る
割
賦
販
売
の
取
扱
に
っ
い
て
」
　
（
税
経
通
信
十
一
巻
九
号
一
九
五
六
年
）
七
五
頁
。

武
田
健
介
稿
　
前
掲
　
七
五
頁
。

坂
野
常
和
談
　
前
掲
　
九
一
頁
。

坂
野
常
和
談
　
前
掲
　
九
一
頁
。

平
岡
吉
郎
稿
「
白
動
車
の
月
賦
販
売
に
お
げ
る
経
理
面
の
間
題
点
に
つ
い
て
」
　
（
産
業
経
理
二
十
一
巻
六
号
一
九
六
〇
年
）
六
〇
頁
。

坂
野
常
弘
談
　
前
掲
　
九
一
頁
。

税
法
規
定
（
Ｈ
期
限
到
来
基
準
）
を
合
理
化
す
る
理
論

　
税
務
当
局
に
よ
る
合
理
化
の
試
み

　
割
賦
販
売
に
対
す
る
税
法
規
定
の
成
立
の
根
拠
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
特
権
的
優
遇
、
救
済
規
定
等
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
斜
酌

説
、
恩
典
説
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
述
べ
た
ご
と
く
、
税
務
当
局
白
体
、
率
直
に
認
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
規
定
の
合
理
化
の
た
め
の
試
み
は
、
税
務
当
局
ｎ
身
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
試
み
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
東
京
困
税
＾
調
介
課
　
小
椋
正
夫
「
割
賦
版
売
と
税
務
」
　
（
税
経
通
信
　
第
七
巻
第
十
四
号
　
昭
和
二
十
七
年
）

　
　
岡
税
庁
調
介
課
　
飯
山
耕
三
「
割
賦
販
売
か
ら
見
た
会
計
原
則
と
税
務
の
検
討
」
　
（
産
業
経
理
　
第
十
二
巻
第
十
一
号
　
昭
和
二
十
七
年
）

　
　
因
税
法
人
税
訣
艮
杣
化
　
小
宮
保
「
割
賦
基
準
に
閑
す
る
基
礎
的
な
問
題
点
」
　
（
企
業
会
計
　
第
八
巻
第
六
号
　
昭
和
三
十
一
年
）

　
以
上
り
う
ち
、
こ
こ
で
は
、
も
っ
と
も
典
型
的
に
期
映
到
米
基
準
（
Ｈ
税
法
規
定
）
を
く
。
理
化
さ
れ
て
い
る
小
椋
氏
の
論
拠
を
ホ
せ

ば
、
つ
ぎ
ｏ
辿
ｏ
で
あ
る
，

　
　
「
…
…
閉
賦
架
約
に
お
い
て
は
必
ず
閉
賦
金
の
弁
済
測
眼
を
閉
．
小
し
て
お
り
、
そ
の
介
済
期
眼
に
令
つ
て
も
支
払
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
売



●

■

　
主
側
は
契
約
破
棄
・
販
売
品
の
取
戻
等
を
随
時
行
う
こ
と
が
で
き
、
納
期
遅
延
分
に
は
延
滞
金
・
過
怠
金
等
の
名
称
の
下
に
一
定
の
金
額
を
も
加
算

　
請
求
し
う
る
こ
と
と
な
り
相
当
強
い
権
限
が
付
与
さ
れ
る
。
従
っ
て
支
払
期
限
の
到
来
に
よ
り
割
賦
金
が
こ
の
よ
う
に
補
強
さ
れ
る
限
り
、
通
常
の

　
掛
販
売
に
お
け
る
売
掛
金
と
そ
の
回
収
性
に
強
弱
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
併
せ
て
こ
の
未
収
割
賦
金
の
回
収
不
能
の
危
険
性
は
、
こ
れ
が
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
行
税
法
上
貸
倒
準
備
金
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」

　
以
上
の
議
論
を
合
双
化
す
る
た
め
小
椋
氏
は
、
家
庭
用
品
（
、
・
・
シ
ソ
、
家
具
等
）
と
臼
動
車
の
割
賦
収
引
契
約
書
を
吟
味
さ
れ
、
そ

の
特
徴
と
し
て
、
つ
ぎ
の
点
を
桁
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
庭
用
品
（
ミ
シ
ソ
、
家
具
等
）
割
賦
収
引
契
約
書
の
特
徴
は
、
　
「
¢
販

売
品
は
預
り
形
式
と
し
所
有
権
は
完
済
ま
で
移
転
し
な
い
。
　
初
回
金
を
徴
収
す
る
。
＠
販
売
品
が
焼
失
又
は
紛
失
し
た
時
は
直
ち

に
ン
、
の
全
額
を
支
払
う
。
＠
条
件
の
一
で
も
違
反
し
た
時
は
、
随
時
販
売
品
を
引
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
ｏ
販
売
品
を
引
戻
し
た
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

合
で
も
支
払
済
金
額
は
使
川
料
と
し
て
徴
収
す
る
。
＠
支
払
遅
延
の
時
は
延
滞
金
を
と
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
白
動
車
を
対
象

と
す
る
契
約
書
、
（
白
動
卑
月
賦
販
売
及
抵
当
梅
設
定
契
約
書
）
の
特
徴
は
、
「
¢
割
賦
販
売
契
約
が
同
時
に
抵
当
権
設
定
契
約
で
あ
る
こ

と
、
¢
ｎ
動
車
の
所
有
権
は
、
所
要
の
丁
続
完
了
と
同
時
に
賞
主
に
移
転
す
る
。
ゆ
貰
主
は
支
払
保
証
ｏ
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
売
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

宛
約
束
千
形
を
振
出
す
。
ゆ
貫
主
が
契
約
連
反
Ｏ
時
は
売
主
は
抵
当
権
を
実
行
で
き
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
桁
揃
さ
れ

る
。　

小
椋
氏
は
以
上
の
よ
ケ
に
、
八
体
的
な
割
賦
販
売
契
約
の
検
討
を
迦
じ
て
、
期
眼
到
来
基
作
（
ｎ
税
法
坦
定
）
を
合
〃
化
さ
れ
る
が
、

さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
税
法
規
定
を
美
化
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
…
税
法
こ
そ
実
践
会
計
と
し
て
従
来
最
も
重
視
し
き
っ
た
も
の
で
あ
り
、
法
人
税
法
取
扱
通
達
は
、
企
莱
の
実
体
と
取
組
ん
で
そ
の
郁
度
妥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
４
）

　
坐
と
思
わ
れ
る
基
準
を
示
し
て
き
た
★
心
の
結
品
を
示
す
も
の
と
考
え
た
い
。
・
：
…
」

　
（
１
）
　
小
杁
正
夫
稿
「
割
賦
販
売
と
税
務
」
　
（
税
経
通
布
七
巻
十
四
号
一
九
五
二
年
）
二
．
．
三
－
州
頁
。

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
（
八
九
七
）



■

（
２
）

（
３
）

（
４
）

立
命
館
経
済
学
（
第
十
巻
・
第
五
・
六
号
）

小
椋
正
夫
稿

小
椋
正
夫
稿

小
椋
正
夫
稿

前
掲

前
掲

前
掲

一
三
一
頁
。

一
三
五
頁
。

一
三
八
頁
。

一
五
四
（
八
九
八
）

　
　
ｂ
　
番
場
嘉
一
郎
教
授
の
見
解

　
番
場
嘉
一
郎
教
授
の
見
解
は
、
税
法
の
規
定
（
ｎ
期
限
到
来
基
準
）
と
同
一
で
あ
る
。

番
場
嘉
一
郎
教
授
は
、
期
映
到
米
娃
準
が
、
代
金
同
収
捲
準
よ
り
合
規
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
云
わ
れ
る
。

　
　
「
文
献
に
よ
る
と
、
割
賦
基
準
に
っ
い
て
は
二
通
り
解
釈
が
あ
る
。
現
金
回
収
基
準
と
い
う
解
釈
が
そ
の
一
っ
で
、
割
賦
金
が
現
金
で
入
ら
な
い

　
限
り
は
割
賦
利
益
を
計
上
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
解
釈
を
す
る
わ
げ
で
す
。
も
う
一
っ
は
割
賦
期
間
ご
と
に
利
益
を
分
割
計
上
す
る
の
だ
と
い
う
考

　
え
方
で
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
入
金
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
そ
の
点
は
か
ま
わ
な
い
。
期
目
が
く
れ
ぱ
入
金
が
な
く
と
も
そ
の
分
の
利
益
を
計
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
方
が
合
理
的
だ
と
思
う
の
で
す
。
」

　
番
場
嘉
一
郎
教
授
の
見
解
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
ン
、
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
展
開
さ
れ
た
も
の
が
見
当
ら
な
い
。

　
な
お
、
番
場
嘉
一
郎
教
授
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
選
択
適
州
論
に
通
ず
る
提
案
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
割
賦
版
売
の
対
象
と
な
る
商
品
の
グ
ル
ー
プ
に
Ａ
・
Ｈ
・
Ｃ
・
Ｄ
が
あ
っ
て
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
…
…
割
賦
基
準
を
適
川
し
な
い
で
販
売
基
準
を

　
継
続
的
に
適
川
す
る
。
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
常
に
割
賦
基
準
の
経
理
を
適
川
す
る
と
い
う
場
合
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
場
合
も
認
め
て
よ

　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
い
の
で
は
な
い
か
。
」

　
番
場
嘉
一
郎
教
授
の
提
案
は
、
ｎ
一
の
企
業
に
お
い
て
、
販
売
基
準
と
割
賦
基
準
と
を
使
い
わ
け
て
適
用
す
る
と
い
う
方
法
で
あ

る
。
こ
の
方
法
は
、
ア
メ
リ
ヵ
の
デ
バ
ー
ト
メ
ソ
ト
・
ス
ト
ァ
ー
で
行
わ
れ
て
い
る
経
理
方
法
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て



　
へ
３
Ｊ

い
る
。

　
（
１
）
　
番
場
庶
一
郎
談
「
割
賦
販
売
等
の
税
務
」
　
（
税
務
弘
報
八
巻
三
号
）
八
八
頁
。

　
（
２
）
　
番
場
嘉
一
郎
談
「
法
人
税
通
達
改
正
案
を
巾
心
と
し
た
税
務
会
計
研
究
」
　
（
産
業
経
理
十
九
巻
三
号
一
九
五
九
年
）
一
一
九
頁
。

　
（
３
）
　
番
場
麻
一
郎
談
　
前
掲
　
一
一
八
頁
。

　
　
Ｃ
　
渡
辺
進
教
授
の
論
拠

　
渡
辺
進
教
授
は
、
日
本
会
計
学
会
縞
集
、
雑
誌
「
会
計
」
巻
頭
論
文
「
割
賦
基
準
の
間
題
点
』
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
高

度
に
流
動
的
な
資
産
の
実
現
を
論
拠
と
し
て
、
全
南
的
に
、
期
限
到
来
基
準
（
Ｈ
改
正
税
法
規
定
）
を
合
理
化
さ
れ
る
。

　
　
「
企
業
会
計
原
則
の
血
場
は
入
金
を
も
っ
て
割
賦
収
益
の
実
現
の
と
き
と
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
履
行
期
日
前
の
入
金
に
対
す
る
取
扱
は
右
の
通

　
達
の
場
合
（
改
正
通
達
－
桑
原
）
と
一
致
す
る
。
た
だ
履
行
鮒
日
が
到
来
し
て
も
未
だ
入
金
が
な
い
場
合
に
両
省
の
取
扱
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
思
う
に
入
金
を
も
っ
て
割
賦
収
益
な
い
し
、
利
益
の
実
現
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
最
も
確
実
な
方
法
で
あ
り
、
ま
た
保
守
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
わ
が
国
の
税
法
の
よ
う
に
履
行
期
目
の
到
来
を
も
っ
て
割
賦
収
益
な
い
し
利
益
の
実
現
を
認
識
す
る
こ
と
も
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。
割
賦
債
権
の

　
う
ち
履
行
期
日
の
到
来
し
た
郁
分
は
直
ち
に
請
求
し
得
る
も
の
と
な
り
、
そ
れ
は
高
度
に
流
動
的
な
資
産
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
点
に
お

　
い
て
収
益
の
実
現
を
み
と
め
る
こ
と
は
会
計
的
に
み
て
い
た
っ
て
妥
坐
で
あ
る
。
素
朴
な
権
利
確
定
主
義
の
血
場
か
ら
み
れ
ば
、
収
益
な
い
し
利
益

　
の
認
識
を
、
履
行
期
日
ま
で
繰
延
べ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
税
法
上
の
恩
典
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
物
品
の
所
有
権
の
移
転
の
有
無
に
か
か

　
わ
ら
ず
、
法
律
上
の
債
権
は
物
品
引
渡
の
と
き
に
お
い
て
す
で
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
割
賦
未
収
金
の
総
額
は
直
ち
に
現

　
金
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
会
計
的
意
味
に
お
い
て
は
、
履
行
期
目
の
到
来
を
ま
っ
て
収
益
な
い
し
利
益
の
実
現
を
認
め
る
こ
と

　
が
む
し
ろ
止
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
履
行
期
目
に
お
け
る
収
益
な
い
し
利
益
の
計
上
を
も
っ
て
、
恩
恵
的
な
措
置
で
は
な
く
、
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
計
上
の
当
然
の
．
婆
請
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
な
お
、
教
授
が
、
割
賦
版
売
を
処
理
す
る
方
法
と
し
て
、
「
推
奨
さ
れ
る
」
方
法
な
い
し
は
、
「
勝
れ
て
い
る
」
方
法
と
し
て
、
ホ

　
　
　
わ
が
因
に
お
け
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
論
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
（
八
九
九
）

、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六
（
九
〇
〇
）

　
　
　
立
命
羅
済
学
一
第
十
巻
．
第
五
．
六
号
一
．

一
ギ
讐
“
バ
六
一
一
一
バ
ベ
篶
讐
、
一
一

童
二
．
二
喜
Ｃ
・
葦
…
…
員
－
・
書
；
仁
。
仁
、
。
－
、
。
、
ト
・
一
で
一
小
し
て
い
弓
の
と
同
一
で
あ
る
。

ま
た
・
渡
辺
叢
扱
の
割
雛
売
に
萱
販
一
冗
孟
料
の
繰
延
否
定
の
株
タ
、
、
の
諭
拠
は
、
ホ
、
ム
ス
ニ
イ
ヤ
、
と
同
一

で
あ
り
・
一
前
掲
二
づ
堤
的
に
は
、
業
煮
の
税
髭
雀
応
ず
る
も
の
で
奪
と
い
え
る
。

盟
。
改
栽
斑
定
に
お
け
る
殻
梨
基
準
の
適
川
の
拡
大
化
に
つ
い
て
は
、
教
扱
は
、
不
問
に
付
せ
ら
れ
て
い
イ
り
。

一
－
一
渡
辺
鵜
「
搬
茱
の
魁
点
一
一
へ
一
計
八
十
巻
一
。
二
九
六
・
年
一
六
↓
頁
。

　
（
２
）
　
渡
辺
巡
稿
　
前
掲
　
八
頁
、

　
（
３
）
　
渡
辺
逃
稿
　
前
掲
　
十
二
以
、

　
（
４
）
　
渡
辺
逃
稿
　
前
掲
　
九
頁
、

　
（
５
）
　
渡
辺
逃
稿
　
加
掲
　
十
一
－
二
頁
、

　
　
ｄ
　
、
収
木
安
一
教
扱
ｏ
諭
拠

隻
ぺ
は
・
艘
炎
収
穣
一
方
法
と
し
て
、
二
つ
一
葉
つ
た
一
り
心
見
を
辿
へ
て
お
ら
れ
る
、
、
、
、
。
一
一
は
、
企

而
笑
殻
梨
茱
↑
鑑
定
示
化
一
一
で
あ
り
、
他
三
は
、
条
件
付
の
搬
梨
推
八
い
花
諭
で
あ
る
、

篶
パ
ギ
ギ
パ
一
パ
一
ボ
バ
デ
パ
一
バ

宥
を
．
小
せ
、
ば
１
、
つ
ぎ
い
迦
Ｏ
で
あ
”
０
，

　
　
　
「
賦
進
お
い
て
は
・
収
簑
驚
付
の
引
波
し
た
け
で
は
奏
で
あ
つ
て
、
紛
付
が
よ
り
流
幼
性
に
竹
岬
む
、
几
掛
倹
権
ま
た
は
現
金



　
に
転
化
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
考
え
る
。
・

　
　
そ
こ
で
収
益
の
計
上
に
厳
密
な
る
実
現
主
義
を
と
る
も
の
は
、
割
賦
代
金
の
請
求
期
限
の
到
来
の
度
毎
に
、
販
売
考
の
与
え
る
支
払
猶
予
な
る
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
務
の
提
供
が
、
部
分
的
に
完
了
し
て
行
く
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
「
こ
の
よ
う
に
実
現
主
義
を
解
釈
す
る
と
き
は
、
我
国
税
法
の
取
扱
い
が
、
割
賦
代
金
請
求
期
限
の
到
来
の
と
き
を
以
っ
て
割
賦
販
売
は
実
玩
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
る
も
の
と
認
め
る
見
解
を
と
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
。
」

　
阪
本
教
授
の
条
件
付
、
期
限
到
来
基
準
合
理
化
論
は
、
山
下
勝
治
責
任
編
集
『
体
系
近
代
会
計
学
ヒ
第
二
巻
所
収
の
諭
文
、
　
「
収

益
認
識
の
諸
基
準
と
ン
、
の
間
題
」
で
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
教
授
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
原
則
的
に
は
、
さ
き
の
論
文
と
同
様
な
論

拠
に
立
っ
て
期
限
到
来
基
準
を
合
理
化
さ
れ
る
が
、
し
か
し
割
賦
代
金
が
数
個
の
千
形
で
決
済
さ
れ
、
且
つ
そ
の
期
限
が
一
年
に
満

た
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
販
売
基
準
で
記
録
し
て
も
差
支
え
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
「
、
割
賦
代
金
が
予
め
定
め
ら
れ
た
支
払
期
限
を
支
払
日
と
す
る
数
個
の
手
形
で
一
括
し
て
支
払
わ
れ
、
そ
れ
が
確
実
性
に
宵
み
、
且
つ
期
限

　
が
最
も
長
く
て
一
年
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
場
八
口
に
は
、
割
賦
売
上
は
割
賦
商
品
の
引
渡
し
の
と
き
に
実
現
し
た
も
の
と
し
て
記
録
し
て
差
支
え

　
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
一
般
の
割
賦
販
売
に
お
い
て
は
、
割
賦
収
益
の
認
識
計
上
は
、
商
品
の
引
渡
し
の
時
に
よ
ら
な
い
で
、
閉
賦
代
金
が
奔
〃
に
支
払
手
段
化
し
得
る

時
期
す
な
わ
ち
割
賦
代
金
の
請
求
般
梨
の
嚇
に
よ
る
の
が
・
最
圭
く
実
現
主
義
の
紫
に
適
合
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ぎ

　
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
版
本
教
扱
は
厳
怜
な
る
実
岨
主
義
の
適
川
を
論
拠
と
し
て
、
期
映
到
米
処
碓
（
Ｈ
税
法
の
規
定
）
を

合
理
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
阪
本
安
一
稿
「
割
賦
版
、
兀
准
準
と
工
推
完
成
椎
準
」
　
（
瞭
業
経
理
十
二
巻
十
丁
ヶ
一
九
圧
二
年
）
三
九
皿
。

　
（
２
）
　
阪
本
安
一
稿
　
前
掲
　
三
九
頁
。

　
（
３
）
　
阪
本
安
一
稿
「
収
益
認
識
の
諾
火
雌
と
そ
の
閑
魍
」
　
（
体
系
近
代
八
ム
計
学
第
二
巻
所
収
一
九
六
Ｕ
年
）
一
“
二
頁
。

　
　
　
わ
が
困
に
お
げ
る
割
賦
販
売
会
計
の
理
諭
（
桑
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
（
九
〇
一
）


